
資料22－１－７ 信用金庫に対する検査の実施状況

【各財務局検査】 （平成12年5月31日現在）

信　金　名　 予 日

札 幌 信 用 金 庫 12. 5. 29 (月) () () ()
道 央 信 用 金 庫 11. 7. 15 (木) 11. 7. 29 (木) 11. 8. 11 (水) 11. 9. 27 (月)
室 蘭 信 用 金 庫 12. 5. 29 (月) () () ()
空 知 信 用 金 庫 12. 4. 17 (月) 12. 5. 9 (火) 12. 5. 24 (水) ()
夕 張 信 用 金 庫 11. 8. 25 (水) 11. 9. 8 (水) 11. 9. 17 (金) 11. 11. 26 (金)
苫小牧信用金庫 11. 10. 7 (木) 11. 10. 20 (水) 11. 11. 5 (金) 11. 12. 15 (水)
石狩中央信用金庫 11. 7. 15 (木) 11. 7. 29 (木) 11. 8. 11 (水) 11. 9. 28 (火)
北 門 信 用 金 庫 12. 5. 29 (月) () () ()
日 高 信 用 金 庫 12. 1. 12 (水) 12. 1. 25 (火) 12. 2. 4 (金) 12. 3. 30 (木)
渡 島 信 用 金 庫 11. 8. 25 (水) 11. 9. 20 (月) 11. 10. 1 (金) 12. 2. 28 (月)
江 差 信 用 金 庫 11. 10. 14 (木) 11. 10. 26 (火) 11. 11. 5 (金) 11. 12. 14 (火)
稚 内 信 用 金 庫 12. 1. 12 (水) 12. 1. 25 (火) 12. 2. 8 (火) 12. 3. 23 (木)
留 萌 信 用 金 庫 12. 2. 21 (月) 12. 3. 2 (木) 12. 3. 16 (木) 12. 5. 12 (金)
帯 広 信 用 金 庫 11. 11. 17 (水) 11. 11. 30 (火) 11. 12. 14 (火) 12. 2. 15 (火)
釧 路 信 用 金 庫 12. 1. 12 (水) 12. 1. 25 (火) 12. 2. 8 (火) 12. 3. 21 (火)
根 室 信 用 金 庫 12. 4. 17 (月) 12. 5. 10 (水) 12. 5. 23 (火) ()
北 見 信 用 金 庫 11. 11. 17 (水) 11. 11. 30 (火) 11. 12. 14 (火) 12. 2. 16 (水)
網 走 信 用 金 庫 11. 8. 25 (水) 11. 9. 8 (水) 11. 9. 22 (水) 11. 11. 18 (木)
遠 軽 信 用 金 庫 11. 10. 7 (木) 11. 10. 20 (水) 11. 11. 5 (金) 11. 12. 13 (月)
あおもり信用金庫 11. 9. 20 (月) 11. 10. 5 (火) 11. 10. 22 (金) 11. 12. 6 (月)
八 戸 信 用 金 庫 11. 10. 29 (金) 11. 11. 15 (月) 11. 12. 3 (金) 12. 2. 7 (月)
十和田信用金庫 12. 1. 5 (水) 12. 1. 19 (水) 12. 2. 3 (木) 12. 4. 21 (金)
山 形 信 用 金 庫 11. 10. 29 (金) 11. 11. 15 (月) 11. 11. 30 (火) 12. 2. 7 (月)
米 沢 信 用 金 庫 11. 10. 29 (金) 11. 11. 15 (月) 11. 12. 1 (水) 12. 2. 7 (月)
鶴 岡 信 用 金 庫 11. 7. 30 (金) 11. 8. 23 (月) 11. 9. 7 (火) 11. 11. 2 (火)
新 庄 信 用 金 庫 12. 2. 14 (月) 12. 2. 28 (月) 12. 3. 10 (金) 12. 5. 24 (水)
酒 田 信 用 金 庫 12. 1. 5 (水) 12. 1. 19 (水) 12. 2. 1 (火) 12. 5. 8 (月)
宮 古 信 用 金 庫 12. 1. 5 (水) 12. 1. 19 (水) 12. 2. 3 (木) 12. 5. 9 (火)
一 関 信 用 金 庫 11. 11. 17 (水) 11. 12. 1 (水) 11. 12. 14 (火) 12. 2. 29 (火)
北 上 信 用 金 庫 11. 9. 20 (月) 11. 10. 5 (火) 11. 10. 19 (火) 11. 12. 10 (金)
水 沢 信 用 金 庫 12. 2. 14 (月) 12. 2. 28 (月) 12. 3. 10 (金) 12. 5. 26 (金)
仙 台 信 用 金 庫 12. 2. 10 (木) 12. 2. 23 (水) 12. 3. 13 (月) 12. 5. 22 (月)
石 巻 信 用 金 庫 11. 10. 15 (金) 11. 11. 1 (月) 11. 11. 16 (火) 11. 12. 27 (月)
仙 南 信 用 金 庫 11. 8. 2 (月) 11. 8. 26 (木) 11. 9. 9 (木) 11. 11. 2 (火)
郡 山 信 用 金 庫 11. 7. 30 (金) 11. 8. 23 (月) 11. 9. 7 (火) 11. 11. 2 (火)

告 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

  （注） 当局による立入権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
 　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　（立入検査の根拠法令は資料21－４参照）



【各財務局検査】 （平成12年5月31日現在）

信　金　名　 予 日告 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

白 河 信 用 金 庫 12. 2. 10 (木) 12. 2. 23 (水) 12. 3. 10 (金) 12. 5. 9 (火)
ひまわり信用金庫 11. 10. 29 (金) 11. 11. 15 (月) 11. 12. 3 (金) 12. 2. 9 (水)
福 島 信 用 金 庫 11. 9. 20 (月) 11. 10. 5 (火) 11. 10. 22 (金) 11. 12. 6 (月)
群馬中央信用金庫 11. 9. 28 (火) 11. 10. 12 (火) 11. 10. 29 (金) 11. 12. 28 (火)
高 崎 信 用 金 庫 11. 7. 28 (水) 11. 8. 18 (水) 11. 9. 3 (金) 11. 10. 8 (金)
桐 生 信 用 金 庫 11. 11. 15 (月) 11. 11. 25 (木) 11. 12. 16 (木) 12. 2. 23 (水)
太 田 信 用 金 庫 11. 11. 15 (月) 11. 11. 25 (木) 11. 12. 8 (水) 12. 2. 23 (水)
北群馬信用金庫 11. 11. 15 (月) 11. 11. 25 (木) 11. 12. 8 (水) 12. 2. 23 (水)
かんら信用金庫 12. 4. 10 (月) 12. 4. 20 (木) 12. 5. 16 (火) ()
多 野 信 用 金 庫 11. 9. 8 (水) 11. 9. 20 (月) 11. 10. 5 (火) 11. 11. 17 (水)
大 栄 信 用 金 庫 11. 11. 15 (月) 11. 11. 25 (木) 11. 12. 10 (金) 12. 2. 7 (月)
宇都宮信用金庫 11. 11. 15 (月) 11. 11. 25 (木) 11. 12. 14 (火) ()
佐 野 信 用 金 庫 12. 2. 21 (月) 12. 3. 1 (水) 12. 3. 14 (火) ()
大 田 原信用 金庫 12. 2. 21 (月) 12. 3. 1 (水) 12. 3. 15 (水) 12. 5. 31 (水)
小 山 信 用 金 庫 12. 1. 7 (金) 12. 1. 18 (火) 12. 2. 1 (火) 12. 4. 18 (火)
水 戸 信 用 金 庫 11. 9. 28 (火) 11. 10. 12 (火) 11. 11. 2 (火) 11. 12. 22 (水)
土 浦 信 用 金 庫 11. 7. 28 (水) 11. 8. 18 (水) 11. 9. 17 (金) 11. 12. 16 (木)
結 城 信 用 金 庫 12. 1. 7 (金) 12. 1. 19 (水) 12. 2. 8 (火) 12. 4. 20 (木)
龍ヶ崎信用金庫 11. 7. 2 (金) 11. 7. 12 (月) 11. 12. 24 (金) 12. 1. 26 (水)
埼玉縣信用金庫 12. 4. 10 (月) 12. 4. 20 (木) 12. 5. 26 (金) ()
川 口 信 用 金 庫 12. 1. 7 (金) 12. 1. 18 (火) 12. 2. 8 (火) 12. 3. 29 (水)
青 木 信 用 金 庫 12. 4. 10 (月) 12. 4. 20 (木) 12. 5. 19 (金) ()
千 葉 信 用 金 庫 12. 5. 22 (月) () () ()
銚 子 信 用 金 庫 12. 2. 21 (月) 12. 3. 1 (水) 12. 3. 24 (金) ()
東京ベイ信用金庫 11. 9. 28 (火) 11. 10. 7 (木) 11. 11. 5 (金) ()
船 橋 信 用 金 庫 12. 5. 30 (火) () () ()
松 戸 信 用 金 庫 11. 7. 28 (水) 11. 8. 18 (水) 11. 9. 3 (金) 11. 11. 4 (木)
佐 原 信 用 金 庫 12. 1. 7 (金) 12. 1. 19 (水) 12. 2. 4 (金) 12. 3. 23 (木)
成 田 信 用 金 庫 12. 1. 7 (金) 12. 1. 20 (木) 12. 2. 4 (金) 12. 4. 3 (月)
横 浜 信 用 金 庫 12. 4. 10 (月) 12. 4. 20 (木) 12. 5. 24 (水) ()
三浦藤沢信用金庫 12. 1. 7 (金) 12. 1. 18 (火) 12. 2. 8 (火) 12. 4. 3 (月)
湘 南 信 用 金 庫 12. 5. 22 (月) 12. 5. 31 (水) () ()
平 塚 信 用 金 庫 11. 11. 15 (月) 11. 11. 25 (木) 11. 12. 10 (金) 12. 2. 25 (金)
さがみ信用金庫 12. 5. 22 (月) 12. 5. 31 (水) () ()
中 南 信 用 金 庫 12. 2. 28 (月) 12. 3. 8 (水) 12. 3. 24 (金) 12. 5. 31 (水)
西 相 信 用 金 庫 11. 7. 28 (水) 11. 8. 18 (水) 11. 9. 27 (月) 11. 12. 10 (金)
神 田 信 用 金 庫 12. 1. 6 (木) 12. 1. 12 (水) 12. 1. 31 (月) 12. 2. 15 (火)

  （注） 当局による立入権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
 　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　（立入検査の根拠法令は資料21－４参照）



【各財務局検査】 （平成12年5月31日現在）

信　金　名　 予 日告 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

朝 日 信 用 金 庫 12. 5. 19 (金) 12. 5. 29 (月) () ()
共 積 信 用 金 庫 11. 11. 26 (金) 11. 12. 8 (水) 11. 12. 20 (月) 12. 2. 1 (火)
同 栄 信 用 金 庫 11. 7. 28 (水) 11. 8. 18 (水) 11. 9. 10 (金) 12. 1. 5 (水)
わかば信用金庫 11. 11. 4 (木) 11. 11. 18 (木) 11. 12. 10 (金) ()
港 信 用 金 庫 11. 11. 16 (火) 11. 11. 29 (月) 11. 12. 16 (木) ()
芝 信 用 金 庫 12. 2. 21 (月) 12. 3. 1 (水) 12. 3. 29 (水) 12. 5. 31 (水)
東京東信用金庫 12. 5. 19 (金) 12. 5. 29 (月) () ()
亀 有 信 用 金 庫 12. 4. 10 (月) 12. 4. 20 (木) 12. 5. 16 (火) ()
小 岩 信 用 金 庫 12. 1. 7 (金) 12. 1. 18 (火) 12. 2. 4 (金) 12. 3. 29 (水)
小松川信用金庫 11. 10. 4 (月) 11. 10. 14 (木) 11. 10. 27 (水) 11. 12. 3 (金)
足 立 信 用 金 庫 12. 4. 10 (月) 12. 4. 20 (木) 12. 5. 12 (金) ()
江戸川信用金庫 12. 5. 26 (金) () () ()
成 和 信 用 金 庫 11. 9. 28 (火) 11. 10. 7 (木) 11. 10. 21 (木) 11. 12. 3 (金)
東京三協信用金庫 11. 11. 15 (月) 11. 11. 25 (木) 11. 12. 8 (水) 12. 2. 1 (火)
平 成 信 用 金 庫 11. 7. 28 (水) 11. 8. 18 (水) 11. 9. 7 (火) 11. 10. 21 (木)
城 南 信 用 金 庫 12. 2. 21 (月) 12. 3. 1 (水) 12. 3. 28 (火) ()
昭 和 信 用 金 庫 11. 10. 7 (木) 11. 10. 18 (月) 11. 11. 9 (火) 11. 12. 21 (火)
世田谷信用金庫 11. 9. 28 (火) 11. 10. 7 (木) 11. 10. 25 (月) 12. 3. 8 (水)
東 京 信 用 金 庫 11. 10. 1 (金) 11. 10. 13 (水) 11. 11. 4 (木) 11. 12. 22 (水)
王 子 信 用 金 庫 12. 2. 21 (月) 12. 3. 2 (木) 12. 3. 27 (月) ()
太 陽 信 用 金 庫 11. 7. 28 (水) 11. 8. 18 (水) 11. 9. 13 (月) 12. 1. 5 (水)
巣 鴨 信 用 金 庫 12. 1. 7 (金) 12. 1. 18 (火) 12. 2. 18 (金) 12. 4. 19 (水)
青 梅 信 用 金 庫 11. 7. 28 (水) 11. 8. 18 (水) 11. 9. 9 (木) 11. 10. 21 (木)
太 平 信 用 金 庫 12. 1. 7 (金) 12. 1. 19 (水) 12. 2. 4 (金) 12. 3. 22 (水)
多摩中央信用金庫 12. 2. 21 (月) 12. 3. 1 (水) 12. 3. 27 (月) ()
新 潟 信 用 金 庫 11. 9. 28 (火) 11. 10. 7 (木) 11. 10. 22 (金) 11. 12. 8 (水)
長 岡 信 用 金 庫 11. 9. 28 (火) 11. 10. 7 (木) 11. 10. 26 (火) 11. 12. 8 (水)
新発田信用金庫 11. 7. 28 (水) 11. 8. 18 (水) 11. 9. 1 (水) 11. 10. 8 (金)
柏 崎 信 用 金 庫 11. 11. 1 (月) 11. 11. 10 (水) 11. 11. 25 (木) 11. 12. 24 (金)
村 上 信 用 金 庫 12. 4. 10 (月) 12. 4. 20 (木) 12. 5. 10 (水) ()
加 茂 信 用 金 庫 12. 2. 21 (月) 12. 3. 1 (水) 12. 3. 14 (火) ()
甲 府 信 用 金 庫 11. 11. 8 (月) 11. 11. 18 (木) 11. 12. 10 (金) 12. 2. 3 (木)
上 田 信 用 金 庫 11. 10. 7 (木) 11. 10. 20 (水) 11. 11. 5 (金) 11. 12. 9 (木)
諏 訪 信 用 金 庫 12. 2. 21 (月) 12. 3. 2 (木) 12. 3. 22 (水) 12. 5. 23 (火)
飯 田 信 用 金 庫 11. 7. 28 (水) 11. 8. 18 (水) 11. 9. 7 (火) 11. 10. 13 (水)
伊 那 信 用 金 庫 12. 1. 7 (金) 12. 1. 18 (火) 12. 2. 4 (金) 12. 4. 3 (月)
富 山 信 用 金 庫 12. 4. 20 (木) 12. 5. 9 (火) 12. 5. 24 (水) ()

  （注） 当局による立入権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
 　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　（立入検査の根拠法令は資料21－４参照）



【各財務局検査】 （平成12年5月31日現在）

信　金　名　 予 日告 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

高 岡 信 用 金 庫 12. 4. 20 (木) 12. 5. 9 (火) 12. 5. 23 (火) ()
氷見伏木信用金庫 11. 10. 8 (金) 11. 10. 25 (月) 11. 11. 5 (金) 11. 12. 3 (金)
射 水 信 用 金 庫 12. 2. 8 (火) 12. 2. 24 (木) 12. 3. 7 (火) 12. 5. 22 (月)
上 市 信 用 金 庫 12. 5. 30 (火) () () ()
砺 波 信 用 金 庫 11. 7. 19 (月) 11. 8. 2 (月) 11. 8. 11 (水) 11. 10. 12 (火)
福 光 信 用 金 庫 12. 5. 30 (火) () () ()
金 沢 信 用 金 庫 11. 8. 26 (木) 11. 9. 9 (木) 11. 10. 1 (金) 11. 11. 11 (木)
共 栄 信 用 金 庫 11. 12. 24 (金) 12. 1. 19 (水) 12. 1. 31 (月) 12. 3. 22 (水)
能 登 信 用 金 庫 11. 10. 8 (金) 11. 10. 25 (月) 11. 11. 9 (火) 11. 12. 3 (金)
北 陸 信 用 金 庫 12. 2. 8 (火) 12. 2. 24 (木) 12. 3. 13 (月) 12. 5. 22 (月)
鶴 来 信 用 金 庫 12. 5. 30 (火) () () ()
加 南 信 用 金 庫 11. 12. 24 (金) 12. 1. 19 (水) 12. 1. 31 (月) 12. 3. 22 (水)
興 能 信 用 金 庫 11. 11. 10 (水) 11. 11. 24 (水) 11. 12. 9 (木) 12. 1. 20 (木)
福 井 信 用 金 庫 12. 2. 8 (火) 12. 2. 24 (木) 12. 3. 14 (火) 12. 5. 22 (月)
小 浜 信 用 金 庫 11. 11. 10 (水) 11. 11. 24 (水) 11. 12. 7 (火) 12. 1. 21 (金)
鯖 江 信 用 金 庫 11. 12. 24 (金) 12. 1. 19 (水) 12. 2. 2 (水) 12. 3. 14 (火)
越 前 信 用 金 庫 12. 5. 30 (火) () () ()
静 岡 信 用 金 庫 11. 9. 27 (月) 11. 10. 7 (木) 11. 10. 28 (木) 11. 12. 6 (月)
浜 松 信 用 金 庫 11. 11. 11 (木) 11. 11. 24 (水) 11. 12. 17 (金) 12. 2. 29 (火)
沼 津 信 用 金 庫 12. 2. 29 (火) 12. 3. 9 (木) 12. 3. 24 (金) 12. 5. 8 (月)
三 島 信 用 金 庫 11. 8. 6 (金) 11. 8. 23 (月) 11. 9. 14 (火) 11. 11. 17 (水)
富士宮信用金庫 11. 11. 11 (木) 11. 11. 24 (水) 11. 12. 10 (金) 12. 2. 29 (火)
磐 田 信 用 金 庫 11. 9. 29 (水) 11. 10. 12 (火) 11. 10. 29 (金) 11. 12. 9 (木)
焼 津 信 用 金 庫 12. 1. 6 (木) 12. 1. 17 (月) 12. 2. 3 (木) 12. 3. 29 (水)
掛 川 信 用 金 庫 12. 1. 6 (木) 12. 1. 17 (月) 12. 2. 4 (金) 12. 3. 29 (水)
駿 河 信 用 金 庫 11. 8. 6 (金) 11. 8. 23 (月) 11. 9. 8 (水) 11. 11. 15 (月)
富 士 信 用 金 庫 12. 1. 13 (木) 12. 1. 24 (月) 12. 2. 9 (水) 12. 3. 29 (水)
遠 州 信 用 金 庫 11. 8. 6 (金) 11. 8. 23 (月) 11. 9. 10 (金) 11. 11. 17 (水)
大 垣 信 用 金 庫 11. 9. 27 (月) 11. 10. 7 (木) 11. 10. 27 (水) 11. 11. 30 (火)
高 山 信 用 金 庫 11. 11. 11 (木) 11. 11. 24 (水) 11. 12. 8 (水) 12. 3. 1 (水)
東 濃 信 用 金 庫 11. 8. 6 (金) 11. 8. 23 (月) 11. 9. 20 (月) 11. 11. 19 (金)
八 幡 信 用 金 庫 12. 2. 29 (火) 12. 3. 9 (木) 12. 3. 22 (水) 12. 5. 10 (水)
西 濃 信 用 金 庫 12. 1. 13 (木) 12. 1. 24 (月) 12. 2. 8 (火) 12. 3. 31 (金)
豊 橋 信 用 金 庫 11. 11. 4 (木) 11. 11. 15 (月) 11. 12. 3 (金) 12. 3. 8 (水)
瀬 戸 信 用 金 庫 12. 1. 6 (木) 12. 1. 17 (月) 12. 2. 10 (木) 12. 3. 29 (水)
知 多 信 用 金 庫 12. 1. 6 (木) 12. 1. 17 (月) 12. 2. 3 (木) 12. 3. 29 (水)
豊 田 信 用 金 庫 12. 2. 29 (火) 12. 3. 9 (木) 12. 3. 28 (火) 12. 5. 22 (月)

  （注） 当局による立入権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
 　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　（立入検査の根拠法令は資料21－４参照）



【各財務局検査】 （平成12年5月31日現在）

信　金　名　 予 日告 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

碧 海 信 用 金 庫 11. 11. 11 (木) 11. 11. 24 (水) 11. 12. 22 (水) 12. 3. 8 (水)
蒲 郡 信 用 金 庫 12. 2. 22 (火) 12. 3. 2 (木) 12. 3. 27 (月) 12. 5. 22 (月)
尾 西 信 用 金 庫 11. 9. 29 (水) 11. 10. 12 (火) 11. 10. 28 (木) 11. 12. 10 (金)
東 春 信 用 金 庫 11. 9. 29 (水) 11. 10. 12 (火) 11. 10. 28 (木) 11. 12. 10 (金)
三 重 信 用 金 庫 12. 1. 13 (木) 12. 1. 24 (月) 12. 2. 16 (水) ()
上 野 信 用 金 庫 12. 2. 29 (火) 12. 3. 9 (木) 12. 3. 24 (金) ()
紀 北 信 用 金 庫 11. 11. 11 (木) 11. 11. 24 (水) 11. 12. 3 (金) 12. 3. 6 (月)
長 島 信 用 金 庫 11. 10. 7 (木) 11. 10. 20 (水) 11. 10. 29 (金) 11. 12. 7 (火)
彦 根 信 用 金 庫 11. 9. 16 (木) 11. 9. 27 (月) 11. 10. 13 (水) 12. 1. 20 (木)
長 浜 信 用 金 庫 11. 9. 24 (金) 11. 10. 4 (月) 11. 10. 20 (水) 12. 4. 27 (木)
湖 東 信 用 金 庫 11. 9. 16 (木) 11. 9. 27 (月) 11. 10. 13 (水) 11. 12. 16 (木)
近江八幡信用金庫 11. 7. 14 (水) 11. 7. 26 (月) 11. 8. 12 (木) 11. 10. 20 (水)
京都みやこ信用金庫 11. 7. 14 (水) 11. 7. 26 (月) 11. 9. 2 (木) 12. 1. 21 (金)
福知山信用金庫 12. 1. 5 (水) 12. 1. 17 (月) 12. 2. 3 (木) ()
東 舞 鶴信用 金庫 12. 2. 21 (月) 12. 3. 2 (木) 12. 3. 17 (金) ()
舞 鶴 信 用 金 庫 11. 11. 5 (金) 11. 11. 17 (水) 11. 12. 3 (金) 12. 3. 3 (金)
綾 部 信 用 金 庫 11. 7. 14 (水) 11. 7. 26 (月) 11. 8. 12 (木) 11. 11. 5 (金)
南京都信用金庫 11. 9. 24 (金) 11. 10. 4 (月) 11. 11. 1 (月) 12. 4. 14 (金)
京都北都信用金庫 11. 9. 16 (木) 11. 9. 27 (月) 11. 10. 15 (金) 11. 11. 30 (火)
大 阪 信 用 金 庫 12. 5. 8 (月) 12. 5. 22 (月) () ()
大阪厚生信用金庫 12. 1. 5 (水) 12. 1. 17 (月) 12. 2. 4 (金) ()
大阪商工信用金庫 12. 1. 5 (水) 12. 1. 17 (月) 12. 2. 1 (火) ()
相 互 信 用 金 庫 11. 9. 16 (木) 11. 9. 27 (月) 11. 11. 5 (金) 12. 5. 17 (水)
十 三 信 用 金 庫 11. 11. 5 (金) 11. 11. 17 (水) 11. 12. 8 (水) ()
水 都 信 用 金 庫 12. 1. 5 (水) 12. 1. 17 (月) 12. 2. 7 (月) 12. 5. 22 (月)
奈良中央信用金庫 11. 11. 9 (火) 11. 11. 24 (水) 11. 12. 9 (木) 12. 4. 28 (金)
新 宮 信 用 金 庫 12. 2. 21 (月) 12. 3. 2 (木) 12. 3. 15 (水) ()
きのくに信用金庫 12. 5. 8 (月) 12. 5. 22 (月) () ()
湯 浅 信 用 金 庫 11. 11. 5 (金) 11. 11. 17 (水) 11. 11. 30 (火) 12. 5. 8 (月)
神 戸 信 用 金 庫 12. 1. 5 (水) 12. 1. 17 (月) 12. 2. 4 (金) ()
神 栄 信 用 金 庫 12. 1. 5 (水) 12. 1. 17 (月) 12. 1. 28 (金) ()
播 州 信 用 金 庫 12. 5. 8 (月) 12. 5. 22 (月) () ()
兵 庫 信 用 金 庫 12. 5. 8 (月) 12. 5. 22 (月) () ()
尼 崎 信 用 金 庫 12. 2. 21 (月) 12. 3. 2 (木) 12. 4. 7 (金) ()
西 兵 庫信用 金庫 12. 2. 21 (月) 12. 3. 2 (木) 12. 3. 22 (水) ()
中兵庫信用金庫 11. 11. 5 (金) 11. 11. 17 (水) 11. 12. 10 (金) 12. 4. 26 (水)
但 陽 信 用 金 庫 12. 2. 21 (月) 12. 3. 2 (木) 12. 3. 23 (木) ()

  （注） 当局による立入権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
 　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　（立入検査の根拠法令は資料21－４参照）



【各財務局検査】 （平成12年5月31日現在）

信　金　名　 予 日告 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

鳥 取 信 用 金 庫 11. 7. 1 (木) 11. 7. 14 (水) 11. 8. 6 (金) 11. 9. 14 (火)
米 子 信 用 金 庫 12. 1. 11 (火) 12. 1. 24 (月) 12. 2. 10 (木) 12. 3. 21 (火)
倉 吉 信 用 金 庫 12. 2. 28 (月) 12. 3. 13 (月) 12. 3. 29 (水) 12. 5. 24 (水)
しまね信用金庫 12. 2. 28 (月) 12. 3. 13 (月) 12. 3. 29 (水) 12. 5. 25 (木)
島根中央信用金庫 12. 2. 28 (月) 12. 3. 13 (月) 12. 3. 29 (水) 12. 5. 26 (金)
岡山市民信用金庫 11. 10. 25 (月) 11. 11. 15 (月) 12. 2. 16 (水) 12. 4. 12 (水)
水 島 信 用 金 庫 11. 9. 2 (木) 11. 9. 27 (月) 11. 10. 8 (金) 11. 11. 15 (月)
津 山 信 用 金 庫 11. 7. 1 (木) 11. 7. 14 (水) 11. 7. 30 (金) 11. 9. 3 (金)
玉 野 信 用 金 庫 11. 7. 1 (木) 11. 7. 14 (水) 11. 8. 3 (火) 11. 9. 9 (木)
日 生 信 用 金 庫 11. 9. 2 (木) 11. 9. 20 (月) 11. 10. 6 (水) 11. 11. 15 (月)
備 前 信 用 金 庫 12. 5. 11 (木) 12. 5. 25 (木) () ()
かもめ信用金庫 11. 9. 2 (木) 11. 9. 20 (月) 11. 10. 7 (木) 11. 11. 16 (火)
大 竹 信 用 金 庫 12. 1. 11 (火) 12. 1. 24 (月) 12. 2. 8 (火) 12. 3. 17 (金)
広島みどり信用金庫 12. 5. 11 (木) 12. 5. 25 (木) () ()
山 口 信 用 金 庫 12. 2. 28 (月) 12. 3. 13 (月) 12. 3. 28 (火) 12. 5. 25 (木)
下 関 信 用 金 庫 11. 10. 27 (水) 11. 11. 15 (月) 11. 12. 3 (金) 12. 2. 2 (水)
豊 浦 信 用 金 庫 12. 1. 11 (火) 12. 1. 24 (月) 12. 2. 4 (金) 12. 3. 22 (水)
防 府 信 用 金 庫 12. 2. 28 (月) 12. 3. 13 (月) 12. 3. 28 (火) ()
萩 信 用 金 庫 12. 2. 28 (月) 12. 3. 13 (月) 12. 3. 28 (火) 12. 5. 25 (木)
岩 国 信 用 金 庫 12. 1. 11 (火) 12. 1. 24 (月) 12. 2. 8 (火) 12. 3. 24 (金)
徳 島 信 用 金 庫 11. 11. 8 (月) 11. 11. 24 (水) 11. 12. 8 (水) 12. 1. 5 (水)
観音寺信用金庫 12. 3. 1 (水) 12. 3. 15 (水) 12. 3. 30 (木) 12. 4. 21 (金)
愛 媛 信 用 金 庫 11. 9. 27 (月) 11. 10. 12 (火) 11. 10. 28 (木) 11. 11. 19 (金)
三津浜信用金庫 11. 9. 27 (月) 11. 10. 12 (火) 11. 10. 22 (金) 11. 11. 16 (火)
幡 多 信 用 金 庫 12. 3. 1 (水) 12. 3. 15 (水) 12. 3. 30 (木) 12. 4. 25 (火)
高 知 信 用 金 庫 11. 8. 16 (月) 11. 8. 30 (月) 11. 9. 14 (火) 11. 10. 15 (金)
新北九州信用金庫 11. 11. 12 (金) 11. 11. 25 (木) 11. 12. 16 (木) 12. 5. 15 (月)
門 司 信 用 金 庫 12. 2. 28 (月) 12. 3. 9 (木) 12. 3. 30 (木) ()
飯 塚 信 用 金 庫 12. 2. 21 (月) 12. 3. 6 (月) 12. 3. 28 (火) ()
直 方 信 用 金 庫 12. 1. 6 (木) 12. 1. 19 (水) 12. 2. 9 (水) ()
柳 川 信 用 金 庫 11. 8. 16 (月) 11. 8. 27 (金) 11. 9. 17 (金) 12. 1. 21 (金)
田 川 信 用 金 庫 11. 8. 16 (月) 11. 8. 27 (金) 11. 9. 17 (金) 11. 12. 21 (火)
大 川 信 用 金 庫 12. 2. 21 (月) 12. 3. 6 (月) 12. 3. 28 (火) ()
築 上 信 用 金 庫 11. 11. 12 (金) 11. 11. 25 (木) 11. 12. 16 (木) 12. 4. 12 (水)
遠 賀 信 用 金 庫 12. 1. 6 (木) 12. 1. 19 (水) 12. 2. 10 (木) ()
唐 津 信 用 金 庫 12. 5. 17 (水) 12. 5. 31 (水) () ()
佐 賀 信 用 金 庫 11. 9. 29 (水) 11. 10. 12 (火) 11. 11. 5 (金) 12. 2. 21 (月)

  （注） 当局による立入権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
 　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　（立入検査の根拠法令は資料21－４参照）



【各財務局検査】 （平成12年5月31日現在）

信　金　名　 予 日

西九州信用金庫 11. 9. 29 (水) 11. 10. 12 (火) 11. 11. 5 (金) 12. 2. 2 (水)
熊 本 信 用 金 庫 12. 1. 5 (水) 12. 1. 19 (水) 12. 2. 9 (水) ()
熊本中央信用金庫 11. 10. 4 (月) 11. 10. 18 (月) 11. 11. 2 (火) 12. 1. 6 (木)
天 草 信 用 金 庫 12. 2. 17 (木) 12. 3. 2 (木) 12. 3. 23 (木) ()
大 分 信 用 金 庫 12. 2. 17 (木) 12. 3. 2 (木) 12. 3. 22 (水) ()
大分みらい信用金庫 12. 1. 5 (水) 12. 1. 19 (水) 12. 2. 9 (水) ()
中 津 信 用 金 庫 11. 8. 16 (月) 11. 8. 30 (月) 11. 9. 22 (水) 11. 12. 13 (月)
佐 伯 信 用 金 庫 11. 11. 8 (月) 11. 11. 22 (月) 11. 12. 3 (金) 12. 3. 21 (火)
臼 杵 信 用 金 庫 11. 11. 8 (月) 11. 11. 22 (月) 11. 12. 2 (木) 12. 4. 7 (金)
佐賀関信用金庫 11. 10. 4 (月) 11. 10. 18 (月) 11. 10. 28 (木) 12. 2. 14 (月)
宮 崎 信 用 金 庫 12. 2. 17 (木) 12. 3. 2 (木) 12. 3. 24 (金) ()
延 岡 信 用 金 庫 11. 10. 4 (月) 11. 10. 18 (月) 11. 10. 28 (木) 12. 1. 7 (金)
高 鍋 信 用 金 庫 12. 2. 17 (木) 12. 3. 2 (木) 12. 3. 24 (金) ()
南 郷 信 用 金 庫 12. 1. 5 (水) 12. 1. 19 (水) 12. 2. 3 (木) ()
鹿児島相互信用金庫 11. 8. 16 (月) 11. 8. 30 (月) 11. 9. 17 (金) 11. 11. 16 (火)
川 内 信 用 金 庫 11. 11. 8 (月) 11. 11. 22 (月) 11. 12. 3 (金) 12. 3. 23 (木)
沖 縄 信 用 金 庫 11. 10. 18 (月) 11. 11. 4 (木) 11. 11. 26 (金) 12. 3. 31 (金)
コ ザ 信 用 金 庫 12. 1. 5 (水) 12. 1. 19 (水) 12. 2. 10 (木) 12. 4. 7 (金)

告 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

  （注） 当局による立入権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
 　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　（立入検査の根拠法令は資料21－４参照）



資料22－１－８　信用組合に対する検査の実施状況

【各財務局検査】 （平成12年5月31日現在）

信　組　名　 予 日

東京商銀信用組合 12. 1. 7 (金) 12. 1. 31 (月) 12. 5. 9 (火) -88. 1. 0 (土)
横浜商銀信用組合 12. 2. 14 (月) 12. 3. 2 (木) 12. 4. 28 (金) -88. 1. 0 (土)
信用組合関西興銀 11. 11. 5 (金) 11. 11. 17 (水) 12. 3. 31 (金) -88. 1. 0 (土)
朝日新聞信用組合 12. 1. 5 (水) 12. 1. 17 (月) 12. 1. 26 (水) 12. 5. 12 (金)
毎 日 信 用 組 合 12. 1. 5 (水) 12. 1. 17 (月) 12. 1. 26 (水) 12. 5. 12 (金)
朝銀近畿信用組合 12. 5. 8 (月) 12. 5. 18 (木) -88. 1. 0 (土) -88. 1. 0 (土)
信用組合広島商銀 11. 10. 27 (水) 11. 11. 15 (月) 12. 2. 16 (水) 12. 5. 26 (金)

告 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

  （注） 当局による立入権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
 　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　（立入検査の根拠法令は資料21－４参照）



資料22－１－９　保険会社に対する検査の実施状況　　　　　

　生命保険会社に対する検査の実施状況

【金融監督庁検査】 （平成12年5月31日現在）

生命保険会社名 予 日

朝 日 生 命 11. 8. 17 (火) 11. 8. 30 (月) 11. 9. 29 (水) 11 12. 6 (月)
東 京 生 命 11. 8. 17 (火) 11. 8. 30 (月) 11. 9. 29 (水) 11 12. 6 (月)
協 栄 生 命 11. 8. 17 (火) 11. 8. 30 (月) 11. 9. 29 (水) 12 1. 6 (木)
大 正 生 命 11. 8. 17 (火) 11. 8. 30 (月) 11. 9. 29 (水) 12 1. 6 (木)
第 百 生 命 11. 8. 17 (火) 11. 8. 30 (月) 11. 10. 28 (木) 12 1. 6 (木)
第 一 生 命 11. 8. 17 (火) 11. 8. 30 (月) 11. 9. 29 (水)
セ ゾ ン 生 命 11. 10. 13 (水) 11. 10. 25 (月) 11. 12. 3 (金) 12 4. 13 (木)
安 田 生 命 11. 10. 13 (水) 11. 10. 25 (月) 11. 12. 6 (月) 12 4. 13 (木)
大 同 生 命 11. 10. 13 (水) 11. 10. 25 (月) 11. 12. 6 (月) 12 4. 13 (木)
太 陽 生 命 11. 10. 13 (水) 11. 10. 25 (月) 11. 12. 6 (月)
大 和 生 命 11. 10. 13 (水) 11. 10. 25 (月) 11. 12. 6 (月)
アイエヌジ－生命 11. 10. 13 (水) 11. 10. 25 (月) 11. 12. 13 (月)
日 本 団 体 生 命 11. 10. 13 (水) 11. 10. 25 (月) 11. 12. 15 (水) 12 2. 23 (水)
オリックス生命 12. 1. 18 (火) 12. 2. 17 (木)
富 国 生 命 12. 1. 18 (火) 12. 2. 22 (火) 12 5. 25 (木)
日 本 生 命 12. 3. 9 (木) 12. 4. 25 (火)
明 治 生 命 12. 5. 11 (木)

－
－

告

　　(立入検査の根拠法令は資料21－４参照）

立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

－

（注）当局による立入権限の行使は予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査
　　開始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。

－



　損害保険会社に対する検査の実施状況

【金融監督庁検査】 （平成12年5月31日現在）

損害保険会社名 予 日

第 一 火 災 海 上 12. 1. 6 (木) 12. 1. 19 (水) 12. 3. 13 (月) 12. 4. 10 (月)
太 陽 火 災 海 上 12. 3. 2 (木) 12. 3. 14 (火) 12. 4. 20 (木)
共 栄 火 災 海 上 12. 5. 8 (月) 12. 5. 17 (水)

　　(立入検査の根拠法令は資料21－４参照）

告 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

（注）当局による立入権限の行使は予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査
　　開始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。



資料22－１－10　　　　　　証券会社等に対する検査の実施状況

【金融監督庁検査】 （平成12年5月31日現在）

証 券 会 社 名 予 日

ドイチェ証券東京支店 11. 8. 25 (水) 11. 12. 7 (火) 12. 2. 15 (火)

ドイチェ・アセット・マネジメント 11. 8. 25 (水) 11. 12. 7 (火) 12. 2. 15 (火)

勧 角 証 券 11. 11. 10 (水) 11. 12. 13 (月) 12. 3. 30 (木)
ｳ ｪ ｽ ﾄ ｴ ﾙ ﾋ ﾞ ｰ ･ ｾ ｷ ｭ ﾘ ﾃ ｨ ｰ ｽ ﾞ
･ ﾊ ﾟ ｼ ﾌ ｨ ｯ ｸ ･ ﾘ ﾐ ﾃ ｯ ﾄ ﾞ 東 京 支 店 11. 11. 16 (火) 12. 3. 24 (金)

ティ－ディー証券東京支店 11. 11. 16 (火) 12. 3. 24 (金)

農 中 証 券 12. 1. 7 (金) 12. 1. 26 (水) 12. 3. 22 (水)
農 中 投 信 投 資 顧 問 12. 1. 28 (金) 12. 3. 14 (火)

ﾒ ﾘ ﾙ ﾘ ﾝ ﾁ証券会社東京支店 12. 2. 7 (月) 12. 4. 26 (水)

ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ･ﾏｰｷｭﾘｰ投信投資顧問 12. 2. 7 (月) 12. 3. 31 (金)

野 村 證 券 12. 4. 12 (水)
野村アセットマネジメント投信 12. 4. 12 (水)
コ ス モ 証 券 12. 5. 23 (火)

（注）当局による立入権限の行使は予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開始日）
　　をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。

告 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

ー

ー

－

ー

　　(立入検査の根拠法令は資料21－４参照）

－
－

ー

－

ー

ー

－



【各財務局検査】 （平成12年5月31日現在）

証券会社等名　 予 日

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ証券広島支店 ― 11. 7. 26 (月) 11. 8. 6 (金) 11. 9. 1 (水)
和光証券徳島支店 ― 11. 9. 27 (月) 11. 10. 8 (金) 11. 10. 27 (水)
アイティーエム証券 12. 4. 11 (火) 12. 4. 19 (水) 12. 4. 28 (金) ()
安 藤 証 券 ― 11. 9. 29 (水) 11. 10. 21 (木) 11. 12. 14 (火)
飯 田 証 券 ― 11. 11. 17 (水) 11. 12. 2 (木) 11. 12. 28 (火)
泉 証 券 ― 11. 8. 26 (木) 11. 9. 21 (火) 11. 11. 4 (木)
一 吉 証 券 ― 12. 1. 11 (火) 12. 2. 2 (水) 12. 4. 27 (木)
今 村 証 券 ― 11. 9. 27 (月) 11. 10. 8 (金) 11. 11. 25 (木)
岩 井 証 券 ― 12. 2. 22 (火) 12. 3. 13 (月) ()
永 和 証 券 ― 11. 10. 26 (火) 11. 11. 12 (金) 12. 1. 13 (木)
エヌシーエス証券 ― 11. 8. 18 (水) 11. 9. 6 (月) 11. 11. 12 (金)
エ ン ゼ ル 証 券 ― 11. 8. 18 (水) 11. 8. 30 (月) 11. 10. 12 (火)
大 塚 証 券 ― 11. 9. 27 (月) 11. 10. 15 (金) 11. 12. 20 (月)
岡 地 証 券 ― 12. 3. 8 (水) 12. 3. 29 (水) ()
カ ド ヤ 証 券 ― 11. 9. 28 (火) 11. 10. 8 (金) 11. 11. 29 (月)
金 万 証 券 ― 11. 8. 30 (月) 11. 9. 14 (火) 11. 10. 21 (木)
金 吉 証 券 ― 12. 4. 5 (水) 12. 4. 20 (木) ()
北 田 証 券 ― 12. 5. 16 (火) 12. 5. 26 (金) ()
木 村 証 券 ― 12. 1. 12 (水) 12. 1. 31 (月) 12. 5. 10 (水)
共 和 証 券 ― 11. 7. 13 (火) 11. 7. 29 (木) 11. 9. 3 (金)
ｷ ﾝ ｸ ﾞ ｺ ﾓ ﾃ ﾞ ｨ ﾃ ｨ証券 ― 11. 8. 18 (水) 11. 8. 30 (月) 11. 10. 13 (水)
ｺｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ山一証券 12. 3. 9 (木) 12. 3. 16 (木) 12. 3. 28 (火) ()
光 世 証 券 ― 11. 10. 26 (火) 11. 11. 17 (水) 12. 1. 13 (木)
五 福 証 券 11. 7. 12 (月) 11. 7. 15 (木) 11. 7. 28 (水) ―
佐 世 保 証 券 ― 11. 10. 18 (月) 11. 11. 5 (金) 12. 3. 10 (金)
三 京 証 券 ― 12. 5. 15 (月) 12. 5. 30 (火) ()
ジ ー ク 証 券 ― 11. 10. 14 (木) 11. 11. 1 (月) 11. 11. 26 (金)
篠 山 証 券 ― 11. 12. 7 (火) 11. 12. 16 (木) 12. 3. 31 (金)
上 光 証 券 ― 12. 1. 12 (水) 12. 2. 10 (木) 12. 3. 27 (月)
新 林 証 券 ― 11. 12. 13 (月) 11. 12. 21 (火) 12. 2. 8 (火)
セ ゾ ン 証 券 ― 11. 10. 4 (月) 11. 10. 21 (木) 11. 11. 24 (水)
摂 丹 証 券 ― 11. 9. 28 (火) 11. 10. 7 (木) 11. 11. 12 (金)
センチュリー証券 ― 12. 4. 17 (月) 12. 5. 18 (木) ()
大 熊 本 証 券 ― 12. 1. 11 (火) 12. 1. 28 (金) ()
大 中 証 券 ― 12. 4. 5 (水) 12. 4. 20 (木) 12. 5. 26 (金)
大 北 証 券 ― 11. 9. 20 (月) 11. 10. 8 (金) 11. 11. 26 (金)
高 木 証 券 ― 11. 12. 7 (火) 11. 12. 22 (水) 12. 5. 8 (月)

告 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

  （注） 当局による立入権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
 　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　（立入検査の根拠法令は資料21－４参照）



【各財務局検査】 （平成12年5月31日現在）

証券会社等名　 予 日告 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

立 花 証 券 ― 11. 11. 9 (火) 11. 12. 9 (木) 12. 1. 19 (水)
田 原 証 券 ― 12. 4. 10 (月) 12. 4. 19 (水) ()
ﾄ ｳ ｷ ｮ ｳ ﾌ ｫ ﾚ ｯ ｸ ｽ証券 11. 8. 23 (月) 11. 8. 30 (月) 11. 9. 3 (金) 11. 10. 4 (月)
東 京 連 合 証 券 ― 11. 11. 30 (火) 11. 12. 9 (木) 12. 1. 19 (水)
堂 島 関 東 証 券 ― 11. 7. 13 (火) 11. 7. 29 (木) 11. 9. 1 (水)
東 武 証 券 ― 11. 8. 30 (月) 11. 9. 14 (火) 11. 10. 25 (月)
徳 島 合 同 証 券 ― 12. 5. 23 (火) () ()
富 岡 証 券 ― 12. 5. 23 (火) () ()
内 藤 証 券 ― 11. 9. 22 (水) 11. 10. 8 (金) 12. 2. 3 (木)
奈 良 証 券 ― 11. 12. 7 (火) 11. 12. 16 (木) 12. 2. 23 (水)
成 瀬 証 券 ― 11. 11. 30 (火) 11. 12. 16 (木) 12. 1. 20 (木)
新 潟 証 券 ― 11. 10. 14 (木) 11. 10. 28 (木) 11. 11. 26 (金)
西 村 証 券 ― 12. 1. 11 (火) 12. 1. 26 (水) 12. 4. 13 (木)
西 脇 証 券 ― 12. 2. 22 (火) 12. 3. 2 (木) ()
日 商 岩 井 証 券 12. 4. 19 (水) 12. 4. 26 (水) 12. 5. 12 (金) ()
野 畑 証 券 ― 11. 8. 18 (水) 11. 9. 22 (水) 11. 12. 13 (月)
パンタ・レイ証券 ― 12. 4. 6 (木) 12. 4. 14 (金) ()
播 陽 証 券 ― 11. 10. 26 (火) 11. 11. 5 (金) 12. 2. 10 (木)
廣 田 証 券 ― 12. 5. 15 (月) () ()
武 甲 証 券 ― 11. 7. 13 (火) 11. 7. 28 (水) 11. 9. 2 (木)
二 浪 証 券 ― 12. 4. 6 (木) 12. 4. 26 (水) ()
益 茂 証 券 ― 12. 4. 13 (木) 12. 4. 21 (金) ()
松 阪 証 券 ― 11. 11. 24 (水) 11. 12. 3 (金) 12. 3. 7 (火)
丸 大 証 券 ― 11. 8. 30 (月) 11. 9. 16 (木) 11. 10. 21 (木)
萬成ﾌﾟﾗｲﾑｷｬﾋﾟﾀﾙ証券 ― 12. 1. 11 (火) 12. 1. 26 (水) ()
水 戸 証 券 ― 11. 10. 13 (水) 11. 11. 12 (金) 11. 12. 20 (月)
三 豊 証 券 ― 12. 1. 6 (木) 12. 1. 26 (水) 12. 2. 24 (木)
南 証 券 ― 12. 2. 21 (月) 12. 3. 6 (月) ―
武 蔵 証 券 ― 11. 7. 13 (火) 11. 7. 29 (木) 11. 9. 1 (水)
八 幡 証 券 ― 12. 1. 17 (月) 12. 2. 10 (木) 12. 3. 24 (金)
山 形 証 券 ― 12. 1. 18 (火) 12. 2. 4 (金) 12. 3. 15 (水)
山 丸 証 券 ― 12. 2. 28 (月) 12. 3. 17 (金) 12. 4. 19 (水)
六 和 証 券 ― 12. 2. 22 (火) 12. 3. 7 (火) 12. 5. 26 (金)
アイセン経済研究所 ― 12. 4. 17 (月) 12. 4. 18 (火) 12. 5. 23 (火)
ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾘ
ｻ ｰ ﾁ ･ ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ｼ ｮ ﾝ ― 12. 3. 29 (水) 12. 3. 30 (木) 12. 5. 17 (水)

池 銀 投 資 顧 問 ― 12. 5. 17 (水) 12. 5. 19 (金) ()
ウ イ ン 情 報 ― 11. 10. 20 (水) 11. 10. 22 (金) 11. 11. 29 (月)

  （注） 当局による立入権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
 　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　（立入検査の根拠法令は資料21－４参照）



【各財務局検査】 （平成12年5月31日現在）

証券会社等名　 予 日

香 賀 投 資 顧 問 12. 1. 7 (金) 12. 1. 17 (月) 12. 1. 18 (火) 12. 2. 15 (火)
幸田経済研究所 ― 12. 3. 29 (水) 12. 3. 30 (木) 12. 5. 15 (月)
サ イ ト ー ― 12. 4. 17 (月) () ()
情報フロンティア ― 12. 2. 16 (水) 12. 2. 18 (金) 12. 3. 21 (火)
大 基 ― 12. 3. 9 (木) 12. 3. 10 (金) 12. 4. 14 (金)
大 正 投 資 顧 問 ― 12. 3. 30 (木) 12. 3. 31 (金) 12. 5. 17 (水)
タワー投資顧問 ― 11. 10. 14 (木) 11. 10. 26 (火) 11. 11. 24 (水)
東京キトー投資顧問 ― 12. 5. 9 (火) () ()
東 洋 総 研 11. 12. 7 (火) 11. 12. 14 (火) 11. 12. 15 (水) 12. 3. 24 (金)
ナミ投資顧問室 ― 11. 10. 6 (水) 11. 10. 6 (水) 11. 11. 9 (火)
日商岩井投資顧問 ― 12. 4. 12 (水) 12. 4. 25 (火) ()
日 拝 投 資 ― 12. 2. 28 (月) 12. 2. 29 (火) 12. 3. 29 (水)
日本財テクエース ― 12. 2. 24 (木) 12. 2. 25 (金) ()
ノ ー ブ ル ― 12. 3. 9 (木) 12. 3. 10 (金) 12. 4. 12 (水)
東山経済研究所 ― 12. 1. 27 (木) 12. 2. 3 (木) ()
プラザ投資顧問室 ― 12. 1. 24 (月) 12. 1. 25 (火) 12. 2. 24 (木)
マルス投資研究所 ― 12. 2. 8 (火) 12. 2. 9 (水) ―
メディック投資顧問 ― 12. 3. 29 (水) 12. 3. 30 (木) 12. 5. 17 (水)

告 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

  （注） 当局による立入権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
 　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　（立入検査の根拠法令は資料21-４参照）



資料22－１－11　　　　　　外国金融機関等に対する検査の実施状況

【金融監督庁検査】 （平成12年5月31日現在）

外 国 金 融 機 関 等 名 予 日

ド イ ツ 銀 行 東 京 支 店 11. 8. 25 (水) 11. 12. 7 (火) 12. 2. 15 (火)

ﾊ ﾞ ﾝ ｶ ｰ ｽ ･ ﾄ ﾗ ｽ ﾄ 銀 行 東京 支店 11. 8. 25 (水) 11. 12. 7 (火) 12. 2. 15 (火)

ド イ チ ェ 信 託 銀 行 11. 8. 25 (水) 11. 12. 7 (火) 12. 2. 15 (火)

ディーエムジー信託銀行 11. 8. 25 (水) 11. 12. 7 (火) 12. 2. 15 (火)

ド イ チ ェ 証 券 東 京 支 店 11. 8. 25 (水) 11. 12. 7 (火) 12. 2. 15 (火)

ドイチェ・アセット・マネジメント 11. 8. 25 (水) 11. 12. 7 (火) 12. 2. 15 (火)

ド イ ツ 銀 行 名 古 屋 支 店 11. 9. 10 (金) 11. 9. 13 (月) 11. 12. 7 (火) 12. 2. 15 (火)

ド イ ツ 銀 行 大 阪 支 店 11. 9. 10 (金) 11. 9. 13 (月) 11. 12. 7 (火) 12. 2. 15 (火)

ア イ エ ヌ ジ － 生 命 11. 10. 13 (水) 11. 10. 25 (月) 11. 12. 13 (月)

ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ･ﾕﾆｵﾝ銀行東京支店 11. 11. 15 (月) 11. 11. 25 (木) 11. 12. 16 (木) 12. 2. 2 (水)

ｳｪｽﾄﾄﾞｲﾁｪ･ﾗﾝﾃﾞｽﾊﾞﾝｸ東京支店 11. 11. 16 (火) 12. 3. 24 (金)
ｳ ｪ ｽ ﾄ ｴ ﾙ ﾋ ﾞ ｰ ･ ｾ ｷ ｭ ﾘ ﾃ ｨ ｰ ｽ ﾞ
･ ﾊ ﾟ ｼ ﾌ ｨ ｯ ｸ ･ ﾘ ﾐ ﾃ ｯ ﾄ ﾞ 東 京 支 店 11. 11. 16 (火) 12. 3. 24 (金)

ﾄ ﾛ ﾝ ﾄ ･ ﾄ ﾞ ﾐ ﾆ ｵ ﾝ 銀 行 東 京 支 店 11. 11. 16 (火) 12. 3. 24 (金)

ティ－ディー証券東京支店 11. 11. 16 (火) 12. 3. 24 (金)
ﾒ ﾘ ﾙ ﾘ ﾝ ﾁ ･ ｷ ｬ ﾋ ﾟ ﾀ ﾙ ･ ﾏ ｰ ｹ ｯ ﾂ
･ ﾊ ﾞ ﾝ ｸ ･ ﾘ ﾐ ﾃ ｯ ﾄ ﾞ 東 京 支 店 12. 2. 7 (月) 12. 4. 26 (水)

ﾒ ﾘ ﾙ ﾘ ﾝ ﾁ 証 券 会社 東京 支店 12. 2. 7 (月) 12. 4. 26 (水)

ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ･ﾏｰｷｭﾘｰ投信投資顧問 12. 2. 7 (月) 12. 3. 31 (金)

（注）当局による立入権限の行使は予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開始日）
　　　をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　(立入検査の根拠法令は資料21－４参照）

ー

ー

ー

ー
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ー

ー

ー

ー

ー

ー

告 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日



資料22－１－12　　　　内部モデルに関する検査の実施状況

【金融監督庁検査】 （平成12年5月31日現在）

金融機関名 予 日

第 一 勧 業 銀 行 11. 8. 17 (火) 11. 8. 30 (月) 11. 9. 7 (火) 11. 10. 29 (金)
三 和 銀 行 11. 9. 14 (火) 11. 9. 28 (火) 11. 10. 6 (水) 11. 10. 29 (金)
東 洋 信 託 銀 行 11. 10. 14 (木) 11. 10. 26 (火) 11. 11. 4 (木) 12. 12. 22 (金)

　　(立入検査の根拠法令は資料21－４参照）

告 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

（注）当局による立入権限の行使は予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査
　　開始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。



資料22－１－13　コンピューター２０００年問題に関する検査の実施状況

【金融監督庁検査】 （平成12年5月31日現在）

金 融 機 関 名 予 日

日 本 生 命 11. 8. 17 (火) 11. 8. 25 (水) 11. 8. 30 (月) 11. 10. 1 (金)
日 興 証 券 11. 8. 17 (火) 11. 9. 1 (水) 11. 9. 6 (月) 11. 10. 1 (金)
富 士 銀 行 11. 8. 17 (火) 11. 9. 8 (水) 11. 9. 14 (火) 11. 10. 1 (金)
東 京 三 菱 銀 行 11. 9. 17 (金) 11. 9. 29 (水) 11. 10. 4 (月) 11. 10. 28 (木)
あ さ ひ 銀 行 11. 9. 17 (金) 11. 9. 30 (木) 11. 10. 5 (火) 11. 10. 28 (木)
東 京 海 上 火 災 11. 9. 17 (金) 11. 10. 7 (木) 11. 10. 13 (水) 11. 11. 5 (金)
大 和 証 券 11. 9. 17 (金) 11. 10. 8 (金) 11. 10. 14 (木) 11. 11. 4 (木)
三 菱 信 託 銀 行 11. 10. 18 (月) 11. 10. 25 (月) 11. 10. 28 (木) 11. 11. 29 (月)
日 本 興 業 銀 行 11. 10. 18 (月) 11. 10. 26 (火) 11. 11. 1 (月) 11. 11. 29 (月)
城 南 信 用 金 庫 11. 10. 18 (月) 11. 11. 2 (火) 11. 11. 8 (月) 11. 11. 26 (金)
中 央 信 託 銀 行 11. 10. 18 (月) 11. 11. 4 (木) 11. 11. 10 (水) 11. 11. 29 (月)
三 井 海 上 火 災 11. 11. 10 (水) 11. 11. 18 (木) 11. 11. 24 (水) 11. 12. 2 (木)
岡 三 証 券 11. 11. 10 (水) 11. 11. 19 (金) 11. 11. 25 (木) 11. 12. 3 (金)

　　(立入検査の根拠法令は資料21－４参照）

告 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

（注）当局による立入権限の行使は予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査
　　開始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。



資料22－１－14　　平成10検査事務年度における検査計画及びその実績
（大蔵省財務局等による検査を含む）

・　検査の実施予定数

銀行 １１５行

信用金庫 １１０庫

保険会社 １０社

証券会社 １０５社

証券投資信託委託会社 ３社

投資顧問業者 ６７社

・　検査の着手状況（平成11年６月30日現在）

10．６～９ 10．10～12 11．１～３ 11．４～６ 合計

銀行 36 47 37 5 125

信用金庫 10 23 52 53 138

保険会社 0 0 0 5 5

証券会社 24 18 26 26 94

証券投資信託委託会社 0 0 1 1 2

投資顧問業者 0 2 5 16 23

・検査の終了状況（平成11年６月30日現在）

10．６～９ 10．10～12 11．１～３ 11．４～６ 合計

銀行 0 20 43 54 117

信用金庫 0 9 22 75 106

保険会社 0 0 0 0 0

証券会社 6 25 21 22 74

証券投資信託委託会社 0 0 0 0 0

投資顧問業者 0 0 4 14 18



資料22－１－15　平成10検査事務年度に開始した検査の実施状況

主要19行に対する検査の実施状況

【金融監督庁検査】 （平成12年５月31日現在）

銀行名 予告日 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

第一勧業銀行        10. ７．14（火） 10．７．24（金） 10. ９．２（水） 10．10．21（水）

さ く ら 銀 行        10．９．10（木） 10．９．21（月） 10．10．28（水） 10．12．３（木）

富 士 銀 行        10. ７．14（火） 10．７．24（金） 10. ９．２（水） 10．10．30（金）

東京三菱銀行        10．９．10（木） 10．９．21（月） 10．10．26（月） 10．11．19（木）

あ さ ひ 銀 行        10．９．10（木） 10．９．21（月） 10．10．23（金） 10．11．19（木）

三 和 銀 行        10．９．10（木） 10．９．21（月） 10．10．26（月） 10．11．30（月）

東 海 銀 行        10．９．10（木） 10．９．21（月） 10．10．27（火） 10．12．３（木）

日本興業銀行        10. ７．14（火） 10．７．24（金） 10．８．27（木） 10．10．21（水）

日本長期信用銀行 10. ７．７（火） 10．７．13（月） 10．９．30（水） 10．10．19（月）

日本債券信用銀行 10. ７．14（火） 10．７．24（金） 10．９．16（水） 10．11．16（月）

安田信託銀行        10. ７．14（火） 10．７．24（金） 10. ９．２（水） 10．10．30（金）

東洋信託銀行        10. ７．14（火） 10．７．24（金） 10．８．28（金） 10．10．30（金）

中央信託銀行        10. ７．14（火） 10．７．24（金） 10．８．27（木） 10．10．30（金）

住友信託銀行        10. ７．14（火） 10．７．24（金） 10．８．31（月） 10．10．21（水）

北海道拓殖銀行        10. ７．14（火） 10．７．22（水） 10．８．26（水） 10．10．２（金）

（注）当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　（立入検査の根拠法令は資料21－４参照）



地方銀行・第二地方銀行に対する検査の実施状況

【金融監督庁検査：地方銀行】 （平成12年５月31日現在）

銀行名 予告日 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

東 北 銀 行        10. 11．５（木） 10．11．17（火） 10. 12．10（木） 11．４．２（金）

七 十 七 銀 行        10．11．５（木） 10．11．17（火） 10．12．11（金） 11．４．２（金）

足 利 銀 行        10．11．５（木） 10．11．17（火） 10．12．11（金） 11．４．15（木）

関 東 銀 行        10．11．５（木） 10．11．17（火） 10．12．11（金） 11．３．30（火）

横 浜 銀 行        10．11．５（木） 10．11．16（月） 10．12．15（火） 11．２．４（木）

北 陸 銀 行        10．11．５（木） 10．11．17（火） 10. 12．10（木） 11．３．24（水）

池 田 銀 行        10．11．５（木） 10．11．17（火） 10. 12．10（木） 11．３．31（水）

南 都 銀 行        10．11．５（木） 10．11．17（火） 10. 12．10（木） 11．３．31（水）

広 島 銀 行        10．11．５（木） 10．11．17（火） 10. 12．10（木） 11．３．31（水）

琉 球 銀 行        10．11．５（木） 10．11．17（火） 10．12．11（金） 11．３．30（火）

【金融監督庁検査：第二地方銀行】 （平成12年５月31日現在）

銀行名 予告日 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

仙 台 銀 行        11. １．６（水） 11．１．20（水） 11. ２．16（火） 11．５．18（火）

茨 城 銀 行        11．３．１（月） 11．３．16（火） 11. ４．16（金） 11．６．16（水）

つ く ば 銀 行        11. １．６（水） 11．１．20（水） 11. ２．16（火） 11．６．７（月）

わかしお銀行        11．３．１（月） 11．３．15（月） 11. ４．16（金） 11．６．30（水）

東京相和銀行        11．３．１（月） 11．３．15（月） 11. ５．20（木） 11．６．７（月）

国 民 銀 行        11. １．６（水） 11．１．19（火） 11. ３．４（木） 11．４．12（月）

幸 福 銀 行        11. １．６（水） 11．１．20（水） 11. ３．19（金） 11．４．13（火）

なみはや銀行        11．５．10（月） 11．５．25（火） 11. ７．16（金） 11．８．４（水）

関 西 銀 行        11．３．１（月） 11．３．16（火） 11. ４．15（木） 11．６．24（木）

阪 神 銀 行        11．１．６（水） 11．１．20（水） 11. ２．15（月） 11．３．30（火）

広島総合銀行        11．１．６（水） 11．１．20（水） 11. ２．15（月） 11．５．25（火）

福岡中央銀行        11．３．１（月） 11．３．16（火） 11. ４．16（金） 11．６．30（水）

豊 和 銀 行        11．１．６（水） 11．１．20（水） 11. ２．15（月） 11．５．11（火）

徳陽シティ 銀行        10．７．14（火） 10．７．22（水） 10．８．６（木） 10．10．９（金）

み ど り 銀 行        10. ８．31（月） 10．９．10（木） 10．10．６（火） 10．11．20（金）

（注）当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　（立入検査の根拠法令は資料21－４参照）



【各財務局検査：地方銀行】 （平成12年５月31日現在）

銀行名 予告日 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

北 海 道 銀 行        10. ９．22（火） 10．10．７（火） 10. 11．20（金） 11．２．22（月）

荘 内 銀 行        10．10．16（金） 10．10．26（月） 10．11．13（金） 11．５．13（木）

山 形 銀 行        10．８．17（月） 10．８．24（月） 10．９．10（木） 11．３．29（月）

東 邦 銀 行        10．８．17（月） 10．８．24（月） 10．９．11（金） 11．３．29（月）

群 馬 銀 行        10．８．17（月） 10．８．27（木） 10．９．28（月） 10．12．16（水）

武 蔵 野 銀 行        10．10．19（月） 10．10．29（木） 10. 12．１（火） 11．３．30（火）

千 葉 銀 行        10．10．19（月） 10．10．29（木） 10. 11．27（金） 11．６．21（月）

北 越 銀 行        10．10．19（月） 10．10．29（木） 10. 11．27（金） 11．４．28（水）

山梨中央銀行        10．８．17（月） 10．８．27（木） 10．９．28（月） 10．12．17（木）

八 十 二 銀 行        10．８．17（月） 10．８．27（木） 10．９．28（月） 10．12．17（木）

富 山 銀 行        10．10．21（水） 10．11．４（水） 10．11．20（金） 11．３．24（水）

福 井 銀 行        10．８．20（木） 10．８．31（月） 10．９．24（木） 11．１．22（金）

駿 河 銀 行        10．８．27（木） 10．９．８（火） 10．10．15（木） 11．３．31（水）

大垣共立銀行        10．８．17（月） 10．８．27（木） 10．９．28（月） 11．３．24（水）

三 重 銀 行        10．８．17（月） 10．８．27（木） 10．９．16（水） 11．３．５（金）

百 五 銀 行        10．９．30（水） 10．10．13（火） 10．11．10（火） 11．３．24（水）

滋 賀 銀 行        10．８．17（月） 10．８．27（木） 10．９．22（火） 11．２．26（金）

泉 州 銀 行        10．９．14（月） 10．９．25（金） 10．10．22（木） 11．４．21（水）

紀 陽 銀 行        10．10．５（月） 10．10．15（木） 10．11．20（金） 11．５．27（木）

但 馬 銀 行        10．８．17（月） 10．８．27（木） 10．９．18（金） 11．３．８（月）

鳥 取 銀 行        10．10．22（木） 10．11．４（水） 10．11．20（金） 11．３．31（水）

山陰合同銀行        10．８．17（月） 10．８．27（木） 10．９．22（火） 11．１．７（木）

中 国 銀 行        10．10．22（木） 10．11．４（水） 10．11．25（水） 11．３．２（火）

阿 波 銀 行        10．８．24（月） 10．９．７（月） 10．９．30（水） 11．１．20（水）

百 十 四 銀 行        10．10．19（月） 10．11．２（月） 10. 11．27（金） 11．３．８（月）

福 岡 銀 行        10．８．28（金） 10．９．10（木） 10．10．20（火） 11．３．15（月）

親 和 銀 行        10．10．21（水） 10．11．４（水） 10．12．21（月） 11．６．22（火）

肥 後 銀 行        10．８．24（月） 10．９．３（木） 10．10．１（木） 11．１．14（木）

鹿 児 島 銀 行        10．10．15（水） 10．10．29（木） 10. 11．27（金） 11．４．27（火）

西 日 本 銀 行        10．８．28（金） 10．９．10（木） 10．10．19（月） 11．３．19（金）

（注）当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　（立入検査の根拠法令は資料21－４参照）



【各財務局検査：第二地方銀行】 （平成12年５月31日現在）

銀行名 予告日 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

北 洋 銀 行        10. 12．７（月） 11．１．12（火） 11. ２．10（水） 11．５．14（金）

山形しあわせ銀行 11．１．７（木） 11．１．19（火） 11．２．５（金） 11．６．29（火）

福 島 銀 行        11．１．７（木） 11．１．19（火） 11．２．５（金） 11．６．16（水）

大 東 銀 行        11．１．28（木） 11．２．８（月） 11．２．25（木） 11．６．29（火）

栃 木 銀 行        11．２．18（木） 11．３．１（月） 11．３．26（金） 11．６．21（月）

東 日 本 銀 行        11．２．18（木） 11．３．１（月） 11．３．26（金） 11．６．30（水）

新潟中央銀行        11．２．18（木） 11．３．１（月） 11．３．26（金） 11．６．４（金）

大 光 銀 行        10．12．14（月） 11．１．11（月） 11. ２．２（火） 11．６．30（水）

長 野 銀 行        10．12．14（月） 11．１．11（月） 11．２．３（水） 11．６．16（水）

石 川 銀 行        11．１．６（水） 11．１．20（水） 11. ２．10（水） 11．４．28（水）

福 邦 銀 行        11．１．６（水） 11．１．20（水） 11．２．８（月） 11．４．28（水）

中 部 銀 行        10．11．４（水） 10．11．16（月） 10．12．11（金） 11．６．21（月）

岐 阜 銀 行        10．11．４（水） 10．11．16（月） 10．12．11（金） 11．６．16（水）

愛 知 銀 行        10．10．５（月） 10．10．21（水） 10．11．27（金） 11．６．15（木）

第 三 銀 行        10．11．４（水） 10．11．16（月） 10．12．11（金） 11．６．11（金）

近 畿 銀 行        10．10．９（金） 10．10．21（水） 10．12．16（水） 11．５．31（月）

大 正 銀 行        10．10．９（金） 10．10．21（水） 10．11．18（水） 11．５．12（水）

奈 良 銀 行        10．10．５（月） 10．10．15（木） 10．11．10（火） 11．４．23（金）

和 歌 山 銀 行        10．11．５（木） 10．11．16（月） 10．12．４（金） 11．４．７（水）

島 根 銀 行        10．12．14（月） 11．１．11（月） 11．２．５（金） 11．５．25（火）

せとうち銀行        10．12．14（月） 11．１．11（月） 11．２．３（水） 11．５．24（月）

愛 媛 銀 行        11．１．６（水） 11．１．20（水） 11．２．12（金） 11．６．18（金）

福岡シティ 銀行        11．１．６（水） 11．１．18（月） 11．３．９（火） 11．６．30（水）

長 崎 銀 行        10．11．４（水） 10．11．16（月） 10．12．11（金） 11．６．９（水）

九 州 銀 行        11．１．６（水） 11．１．18（月） 11．２．25（木） 11．６．25（金）

宮崎太陽銀行        10．10．15（木） 10．10．29（木） 10．11．27（金） 11．４．27（火）

南 日 本 銀 行        11．１．11（月） 11．１．25（月） 11．２．19（金） 11．６．30（水）

八 千 代 銀 行        10．12．14（月） 11．１．11（月） 11．２．９（火） 11．６．21（月）

（注）当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　（立入検査の根拠法令は資料21－４参照）



その他の銀行に対する検査の実施状況
（平成12年５月31日現在）

銀行名 予告日 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

東海信託銀行        11．５．12（水） 11．５．25（火） 11．６．22（火） 11．８．31（火）

クレディ・スイス信託銀行        － 11．１．20（水） 11. ６．16（水） 11．７．13（火）

ＣＳＦＰ銀行東京支店 － 11．１．20（水） 11. ６．16（水） 11．７．13（火）

ＣＳＦＢ銀行東京支店 － 11．１．20（水） 11. ６．16（水） 11．７．13（火）

リーマン・ブラザーズ銀行東京支店 － 11．５．19（水） 11. ６．25（金） 11．９．３（金）

（注）当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　（立入検査の根拠法令は資料21－４参照）



信用金庫に対する検査の実施状況（平成10検査事務年度）

【各財務局検査】 （平成12年5月31日現在）

信　金　名　 予 日

伊 達 信 用 金 庫 10. 11. 17 (火) 10. 12. 9 (水) 10. 12. 17 (木) 11. 1. 29 (金)
北空知信用金庫 10. 11. 17 (火) 10. 12. 9 (水) 10. 12. 17 (木) 11. 1. 29 (金)
函 館 信 用 金 庫 11. 2. 22 (月) 11. 3. 9 (火) 11. 3. 18 (木) 11. 5. 17 (月)
小 樽 信 用 金 庫 11. 4. 1 (木) 11. 4. 15 (木) 11. 4. 27 (火) 11. 6. 28 (月)
北 海 信 用 金 庫 11. 2. 22 (月) 11. 3. 9 (火) 11. 3. 19 (金) 11. 5. 31 (月)
古 平 信 用 金 庫 11. 1. 5 (火) 11. 1. 18 (月) 11. 1. 22 (金) 11. 2. 24 (水)
旭 川 信 用 金 庫 11. 4. 1 (木) 11. 4. 15 (木) 11. 4. 27 (火) 11. 6. 22 (火)
士 別 信 用 金 庫 11. 4. 1 (木) 11. 4. 15 (木) 11. 4. 23 (金) 11. 6. 22 (火)
名 寄 信 用 金 庫 10. 8. 20 (木) 10. 9. 9 (水) 10. 9. 18 (金) 10. 10. 29 (木)
富良野信用金庫 10. 8. 20 (木) 10. 9. 9 (水) 10. 9. 18 (金) 10. 10. 29 (木)
厚 岸 信 用 金 庫 10. 11. 17 (火) 10. 12. 9 (水) 10. 12. 17 (木) 11. 1. 27 (水)
紋 別 信 用 金 庫 11. 1. 26 (火) 11. 2. 9 (火) 11. 2. 19 (金) 11. 4. 9 (金)
東 奥 信 用 金 庫 10. 9. 14 (月) 10. 9. 24 (木) 10. 10. 7 (水) 11. 3. 12 (金)
下 北 信 用 金 庫 11. 2. 4 (木) 11. 2. 15 (月) 11. 2. 25 (木) 11. 4. 6 (火)
秋 田 信 用 金 庫 10. 10. 23 (金) 10. 11. 4 (水) 10. 11. 17 (火) 11. 3. 15 (月)
羽 後 信 用 金 庫 10. 11. 20 (金) 10. 12. 2 (水) 10. 12. 15 (火) 11. 3. 12 (金)
秋田ふれあい信用金庫 10. 8. 20 (木) 10. 8. 31 (月) 10. 9. 11 (金) 10. 11. 30 (月)
五城目信用金庫 11. 5. 12 (水) 11. 5. 24 (月) 11. 6. 4 (金) 11. 7. 1 (木)
角 館 信 用 金 庫 11. 2. 4 (木) 11. 2. 15 (月) 11. 2. 24 (水) 11. 4. 7 (水)
盛 岡 信 用 金 庫 11. 5. 12 (水) 11. 5. 24 (月) 11. 6. 8 (火) 11. 6. 30 (水)
花 巻 信 用 金 庫 11. 5. 12 (水) 11. 5. 24 (月) 11. 6. 3 (木) 11. 6. 30 (水)
二 戸 信 用 金 庫 11. 2. 26 (金) 11. 3. 9 (火) 11. 3. 19 (金) 11. 5. 13 (木)
宮城第一信用金庫 11. 5. 12 (水) 11. 5. 24 (月) 11. 6. 9 (水) 11. 6. 30 (水)
塩 竈 信 用 金 庫 11. 2. 26 (金) 11. 3. 9 (火) 11. 3. 19 (金) 11. 5. 11 (火)
気仙沼信用金庫 11. 2. 26 (金) 11. 3. 9 (火) 11. 3. 19 (金) 11. 5. 11 (火)
会 津 信 用 金 庫 11. 2. 26 (金) 11. 3. 8 (月) 11. 3. 18 (木) 11. 5. 12 (水)
須賀川信用金庫 10. 9. 14 (月) 10. 9. 24 (木) 10. 10. 6 (火) 11. 3. 12 (金)
あぶくま信用金庫 10. 11. 20 (金) 10. 12. 2 (水) 10. 12. 15 (火) 11. 3. 12 (金)
二本松信用金庫 11. 5. 12 (水) 11. 5. 24 (月) 11. 6. 4 (金) 11. 6. 29 (火)
伊勢崎信用金庫 11. 4. 16 (金) 11. 5. 11 (火) 11. 6. 2 (水) 11. 6. 28 (月)
利根郡信用金庫 11. 4. 16 (金) 11. 5. 11 (火) 11. 5. 28 (金) 11. 6. 25 (金)
館 林 信 用 金 庫 10. 12. 14 (月) 11. 1. 11 (月) 11. 1. 28 (木) 11. 3. 15 (月)
足 利 信 用 金 庫 11. 2. 18 (木) 11. 3. 2 (火) 11. 3. 25 (木) 11. 5. 28 (金)

告 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

  （注） 当局による立入権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
 　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　　(立入検査の根拠法令は資料21－４参照）



【各財務局検査】 （平成12年5月31日現在）

信　金　名　 予 日告 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

栃 木 信 用 金 庫 11. 4. 16 (金) 11. 5. 11 (火) 11. 5. 28 (金) 11. 6. 25 (金)
鹿沼相互信用金庫 11. 2. 18 (木) 11. 3. 1 (月) 11. 3. 26 (金) 11. 5. 17 (月)
烏 山 信 用 金 庫 10. 12. 14 (月) 11. 1. 11 (月) 11. 1. 28 (木) 11. 3. 15 (月)
石 岡 信 用 金 庫 11. 2. 18 (木) 11. 3. 1 (月) 11. 3. 24 (水) 11. 5. 17 (月)
飯 能 信 用 金 庫 11. 4. 16 (金) 11. 5. 11 (火) 11. 6. 2 (水) 11. 6. 30 (水)
館 山 信 用 金 庫 10. 12. 14 (月) 11. 1. 11 (月) 11. 1. 28 (木) 11. 3. 15 (月)
木更津信用金庫 11. 2. 18 (木) 11. 3. 1 (月) 11. 3. 24 (水) 11. 5. 28 (金)
旭 信 用 金 庫 10. 12. 14 (月) 11. 1. 11 (月) 11. 2. 10 (水) 11. 6. 30 (水)
川 崎 信 用 金 庫 11. 4. 16 (金) 11. 5. 11 (火) 11. 6. 4 (金) 11. 6. 30 (水)
中 栄 信 用 金 庫 11. 4. 19 (月) 11. 5. 11 (火) 11. 5. 26 (水) 11. 6. 30 (水)
神 田 信 用 金 庫 10. 12. 10 (木) 10. 12. 21 (月) 11. 3. 3 (水) 11. 4. 14 (水)
文 京 信 用 金 庫 11. 2. 18 (木) 11. 3. 1 (月) 11. 3. 17 (水) 11. 5. 12 (水)
東 栄 信 用 金 庫 10. 10. 23 (金) 10. 11. 4 (水) 10. 11. 24 (火) 11. 1. 28 (木)
西 京 信 用 金 庫 11. 4. 16 (金) 11. 5. 11 (火) 11. 6. 4 (金) 11. 6. 29 (火)
西 武 信 用 金 庫 10. 8. 24 (月) 10. 9. 7 (月) 10. 10. 9 (金) 10. 12. 22 (火)
東京産業信用金庫 10. 12. 14 (月) 11. 1. 11 (月) 11. 2. 9 (火) 11. 3. 18 (木)
目 黒 信 用 金 庫 10. 10. 23 (金) 10. 11. 4 (水) 10. 11. 20 (金) 11. 1. 28 (木)
東調布信用金庫 10. 12. 14 (月) 11. 1. 11 (月) 11. 2. 8 (月) 11. 3. 18 (木)
日 興 信 用 金 庫 10. 8. 24 (月) 10. 9. 7 (月) 10. 10. 6 (火) 10. 12. 22 (火)
瀧野川信用金庫 10. 8. 24 (月) 10. 9. 7 (月) 10. 10. 5 (月) 10. 12. 21 (月)
荒 川 信 用 金 庫 11. 2. 18 (木) 11. 3. 1 (月) 11. 3. 29 (月) 11. 5. 28 (金)
八王子信用金庫 10. 12. 14 (月) 11. 1. 13 (水) 11. 2. 5 (金) 11. 3. 18 (木)
高 田 信 用 金 庫 10. 10. 23 (金) 10. 11. 4 (水) 10. 11. 19 (木) 11. 1. 29 (金)
三 条 信 用 金 庫 11. 4. 16 (金) 11. 5. 11 (火) 11. 6. 8 (火) 11. 6. 29 (火)
直江津信用金庫 11. 4. 16 (金) 11. 5. 11 (火) 11. 5. 28 (金) 11. 6. 24 (木)
新 井 信 用 金 庫 10. 12. 14 (月) 11. 1. 11 (月) 11. 1. 28 (木) 11. 3. 11 (木)
甲府商工信用金庫 10. 12. 14 (月) 11. 1. 11 (月) 11. 2. 3 (水) 11. 3. 18 (木)
大 月 信 用 金 庫 11. 2. 18 (木) 11. 3. 1 (月) 11. 3. 19 (金) 11. 5. 27 (木)
長 野 信 用 金 庫 11. 4. 16 (金) 11. 5. 11 (火) 11. 6. 4 (金) 11. 6. 29 (火)
松 本 信 用 金 庫 10. 8. 24 (月) 10. 9. 7 (月) 10. 9. 30 (水) 10. 12. 22 (火)
赤 穂 信 用 金 庫 11. 2. 18 (木) 11. 3. 1 (月) 11. 3. 24 (水) 11. 6. 30 (水)
新 湊 信 用 金 庫 11. 5. 28 (金) 11. 6. 9 (水) 11. 6. 17 (木) 11. 7. 15 (木)
新川水橋信用金庫 11. 2. 25 (木) 11. 3. 15 (月) 11. 3. 29 (月) 11. 6. 2 (水)
滑 川 信 用 金 庫 11. 5. 28 (金) 11. 6. 9 (水) 11. 6. 17 (木) 11. 7. 16 (金)
石 動 信 用 金 庫 11. 5. 28 (金) 11. 6. 9 (水) 11. 6. 18 (金) 11. 7. 15 (木)

  （注） 当局による立入権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
 　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　　(立入検査の根拠法令は資料21－４参照）



【各財務局検査】 （平成12年5月31日現在）

信　金　名　 予 日告 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

敦 賀 信 用 金 庫 11. 4. 20 (火) 11. 5. 10 (月) 11. 5. 19 (水) 11. 6. 22 (火)
武 生 信 用 金 庫 11. 2. 25 (木) 11. 3. 15 (月) 11. 3. 30 (火) 11. 6. 7 (月)
福井中央信用金庫 11. 4. 20 (火) 11. 5. 10 (月) 11. 5. 20 (木) 11. 6. 16 (水)
伊 豆 信 用 金 庫 11. 1. 14 (木) 11. 1. 25 (月) 11. 2. 10 (水) 11. 6. 18 (金)
島 田 信 用 金 庫 11. 4. 22 (木) 11. 5. 17 (月) 11. 6. 10 (木) 11. 9. 27 (月)
関 信 用 金 庫 11. 4. 22 (木) 11. 5. 17 (月) 11. 6. 8 (火) 11. 9. 29 (水)
神 岡 信 用 金 庫 11. 2. 23 (火) 11. 3. 9 (火) 11. 3. 18 (木) 11. 6. 30 (水)
愛 知 信 用 金 庫 11. 2. 23 (火) 11. 3. 9 (火) 11. 3. 24 (水) 11. 6. 30 (水)
岡 崎 信 用 金 庫 11. 4. 22 (木) 11. 5. 17 (月) 11. 6. 18 (金) 11. 10. 20 (水)
半 田 信 用 金 庫 11. 4. 22 (木) 11. 5. 17 (月) 11. 6. 4 (金) 11. 9. 28 (火)
豊 川 信 用 金 庫 11. 4. 22 (木) 11. 5. 17 (月) 11. 6. 10 (木) 11. 9. 28 (火)
津 島 信 用 金 庫 11. 2. 23 (火) 11. 3. 9 (火) 11. 3. 24 (水) 11. 6. 30 (水)
西 尾 信 用 金 庫 11. 2. 23 (火) 11. 3. 9 (火) 11. 3. 25 (木) 11. 6. 30 (水)
愛 北 信 用 金 庫 11. 1. 8 (金) 11. 1. 18 (月) 11. 2. 3 (水) 11. 6. 17 (木)
中 日 信 用 金 庫 11. 1. 14 (木) 11. 1. 25 (月) 11. 2. 10 (水) 11. 6. 17 (木)
津 信 用 金 庫 11. 1. 8 (金) 11. 1. 18 (月) 11. 1. 27 (水) 11. 6. 21 (月)
北伊勢信用金庫 11. 4. 22 (木) 11. 5. 17 (月) 11. 6. 8 (火) 11. 10. 14 (木)
桑 名 信 用 金 庫 11. 4. 22 (木) 11. 5. 17 (月) 11. 6. 8 (火) 11. 9. 29 (水)
京 都 信 用 金 庫 11. 1. 6 (水) 11. 1. 18 (月) 11. 2. 16 (火) 11. 6. 9 (水)
京都中央信用金庫 11. 4. 20 (火) 11. 5. 10 (月) 11. 6. 8 (火) 11. 8. 6 (金)
大阪第一信用金庫 11. 4. 20 (火) 11. 5. 10 (月) 11. 6. 4 (金) 11. 12. 22 (水)
大阪市信用金庫 11. 1. 6 (水) 11. 1. 18 (月) 11. 2. 10 (水) 11. 5. 14 (金)
大 福 信 用 金 庫 11. 1. 6 (水) 11. 1. 18 (月) 11. 2. 3 (水) 11. 4. 13 (火)
永 和 信 用 金 庫 11. 4. 1 (木) 11. 4. 12 (月) 11. 4. 30 (金) 11. 6. 30 (水)
泉 州 信 用 金 庫 11. 4. 20 (火) 11. 5. 10 (月) 11. 6. 1 (火) 11. 9. 9 (木)
八 光 信 用 金 庫 11. 1. 6 (水) 11. 1. 18 (月) 11. 2. 8 (月) 11. 5. 31 (月)
泉 陽 信 用 金 庫 11. 3. 3 (水) 11. 3. 15 (月) 11. 4. 8 (木) 11. 7. 14 (水)
阪 奈 信 用 金 庫 11. 4. 20 (火) 11. 5. 10 (月) 11. 6. 2 (水) 11. 9. 2 (木)
枚 方 信 用 金 庫 11. 2. 26 (金) 11. 3. 10 (水) 11. 3. 26 (金) 11. 8. 10 (火)
摂 津 信 用 金 庫 11. 1. 6 (水) 11. 1. 18 (月) 11. 2. 4 (木) 11. 4. 2 (金)
不 動 信 用 金 庫 11. 1. 6 (水) 11. 1. 18 (月) 11. 2. 10 (水) 11. 4. 23 (金)
不 動 信 用 金 庫 11. 6. 10 (木) 11. 6. 28 (月) 11. 7. 9 (金) 11. 11. 24 (水)
奈 良 信 用 金 庫 11. 2. 26 (金) 11. 3. 10 (水) 11. 3. 26 (金) 11. 7. 7 (水)
大 和 信 用 金 庫 11. 4. 20 (火) 11. 5. 10 (月) 11. 5. 27 (木) 11. 8. 17 (火)
関西西宮信用金庫 11. 5. 19 (水) 11. 5. 31 (月) 11. 6. 22 (火) 11. 8. 20 (金)

  （注） 当局による立入権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
 　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　　(立入検査の根拠法令は資料21－４参照）



【各財務局検査】 （平成12年5月31日現在）

信　金　名　 予 日告 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

姫 路 信 用 金 庫 11. 3. 3 (水) 11. 3. 15 (月) 11. 4. 9 (金) 11. 7. 8 (木)
日 新 信 用 金 庫 11. 2. 26 (金) 11. 3. 10 (水) 11. 3. 31 (水) 11. 6. 30 (水)
淡 路 信 用 金 庫 11. 2. 26 (金) 11. 3. 10 (水) 11. 3. 30 (火) 11. 6. 28 (月)
但 馬 信 用 金 庫 11. 4. 20 (火) 11. 5. 10 (月) 11. 5. 27 (木) 11. 8. 20 (金)
日本海信用金庫 11. 4. 20 (火) 11. 5. 17 (月) 11. 6. 3 (木) 11. 6. 28 (月)
津和野信用金庫 11. 2. 22 (月) 11. 3. 8 (月) 11. 3. 19 (金) 11. 5. 17 (月)
倉 敷 信 用 金 庫 11. 2. 22 (月) 11. 3. 8 (月) 11. 3. 23 (火) 11. 5. 20 (木)
玉 島 信 用 金 庫 10. 12. 16 (水) 11. 1. 18 (月) 11. 2. 2 (火) 11. 3. 15 (月)
備 北 信 用 金 庫 11. 4. 20 (火) 11. 5. 17 (月) 11. 5. 31 (月) 11. 6. 28 (月)
吉 備 信 用 金 庫 10. 10. 26 (月) 10. 11. 9 (月) 10. 11. 19 (木) 11. 1. 14 (木)
福 鞆 信 用 金 庫 11. 4. 20 (火) 11. 5. 17 (月) 11. 6. 21 (月) 11. 9. 29 (水)
宇 部 信 用 金 庫 11. 2. 22 (月) 11. 3. 8 (月) 11. 3. 23 (火) 11. 5. 18 (火)
東山口信用金庫 11. 4. 20 (火) 11. 5. 17 (月) 11. 6. 2 (水) 11. 6. 28 (月)
吉 南 信 用 金 庫 11. 4. 20 (火) 11. 5. 17 (月) 11. 5. 28 (金) 11. 6. 28 (月)
鳴 門 信 用 金 庫 11. 2. 25 (木) 11. 3. 10 (水) 11. 3. 24 (水) 11. 5. 11 (火)
高 松 信 用 金 庫 11. 5. 19 (水) 11. 6. 3 (木) 11. 6. 21 (月) 11. 6. 30 (水)
さぬき信用金庫 ― 11. 4. 15 (木) 11. 5. 21 (金) 11. 6. 21 (月)
宇和島信用金庫 11. 4. 15 (木) 11. 5. 10 (月) 11. 5. 21 (金) 11. 6. 28 (月)
東 予 信 用 金 庫 ― 11. 2. 25 (木) 11. 3. 26 (金) 11. 5. 17 (月)
伊 豫 信 用 金 庫 10. 10. 2 (金) 10. 10. 12 (月) 10. 10. 23 (金) 10. 11. 25 (水)
福 岡 信 用 金 庫 10. 10. 21 (水) 10. 11. 4 (水) 10. 11. 27 (金) 11. 5. 28 (金)
北九州八幡信用金庫 11. 3. 5 (金) 11. 3. 17 (水) 11. 4. 16 (金) 11. 10. 8 (金)
若 松 信 用 金 庫 11. 2. 25 (木) 11. 3. 9 (火) 11. 3. 30 (火) 11. 10. 8 (金)
大牟田信用金庫 11. 4. 23 (金) 11. 5. 17 (月) 11. 6. 4 (金) 11. 10. 20 (水)
筑 後 信 用 金 庫 11. 4. 23 (金) 11. 5. 17 (月) 11. 6. 8 (火) 11. 10. 20 (水)
伊万里信用金庫 11. 3. 1 (月) 11. 3. 11 (木) 11. 4. 9 (金) 11. 9. 2 (木)
杵 島 信 用 金 庫 11. 4. 23 (金) 11. 5. 17 (月) 11. 6. 8 (火) 11. 11. 1 (月)
熊本第一信用金庫 11. 4. 23 (金) 11. 5. 17 (月) 11. 6. 4 (金) 11. 8. 10 (火)
杵 築 信 用 金 庫 11. 1. 18 (月) 11. 2. 1 (月) 11. 2. 17 (水) 11. 5. 28 (金)
日 田 信 用 金 庫 11. 4. 23 (金) 11. 5. 17 (月) 11. 5. 28 (金) 11. 8. 17 (火)
都 城 信 用 金 庫 11. 2. 25 (木) 11. 3. 11 (木) 11. 3. 25 (木) 11. 6. 22 (火)
西 諸 信 用 金 庫 11. 1. 18 (月) 11. 2. 1 (月) 11. 2. 17 (水) 11. 5. 28 (金)
鹿児島信用金庫 11. 4. 23 (金) 11. 5. 17 (月) 11. 6. 4 (金) 11. 8. 17 (火)
奄美大島信用金庫 11. 2. 25 (木) 11. 3. 11 (木) 11. 3. 26 (金) 11. 6. 25 (金)
沖 縄 信 用 金 庫 10. 9. 8 (火) 10. 9. 21 (月) 10. 10. 6 (火) 10. 11. 10 (火)

  （注） 当局による立入権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
 　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　　(立入検査の根拠法令は資料21－４参照）



証券会社等に対する検査の実施状況
【金融監督庁検査】 　　　　（平成12年５月31日現在）

銀行名 予告日 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

新 日 本 証 券        
第 一 証 券        
国 際 証 券        
あ さ ひ 証 券        
三 井 信 証 券        
東 洋 信 証 券        
横浜シティ 証券        
ＣＳＦＢ証券東京支店
ＣＳＦＢ証券大阪支店
ドレスナークラインオートベンソン
リーマン・ブラザーズ証券東京支店
クレスベール証券        
雙龍投資証券        
Ｌ Ｇ 証 券        
大 信 証 券        
ペ レ グ リ ン  証券        
国際投信投資顧問
クレディ・スイス投信        
リーマン・ブラザーズ投資顧問        

－
－
－

11．３．23（火）
11．２．３（水）
10．12．９（水）
11．３．29（月）

－
－
－
－
－

10．７．22（水）
10．10．７（水）
10．９．28（月）
10．７．14（火）
11．３．４（木）

－
－

10．８．20（木）
10．11．16（月）
11．１．20（水）
11．４．８（木）
11．２．15（月）
10．12．21（月）
11．４．14（水）
11．１．20（水）
11．４．12（月）
10．８．20（木）
11．５．19（水）
11．５．24（月）
10．７．28（火）
10．10．19（月）
10．10．７（水）
10．７．23（木）
11．３．15（月）
11．４．20（火）
11．５．19（水）

10．９．25（金）
10．12．14（月）
11．９．29（水）
11．４．９（金）
11．２．16（火）
10．12．22（火）
11．４．16（金）
11．６．16（水）
11．６．16（水）
10．９．16（水）
11．６．28（月）
11．６．24（木）
10．７．29（水）
10．10．20（火）
10．10．８（木）
10．７．24（金）
11．３．31（水）
11．６．16（水）
11．６．25（金）

10．11．20（金）
11．３．24（水）
11．10．29（金）
11．５．27（木）

－
－
－

11．７．13（火）
11．７．13（火）
10．11．17（火）
11．９．３（金）
11．９．８（水）

－
－
－
－

11．７．13（火）
11．７．13（火）
11．９．３（金）

（注）当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　（立入検査の根拠法令は資料21－４参照）



【各財務局検査】 （平成12年5月31日現在）

証券会社等名　 予 日

日興証券秋田支店 ― (土) 11. 3. 15 (月) 11. 3. 26 (金) 11. 5. 24 (月)
日興証券福山支店 ― (土) 11. 5. 13 (木) 11. 5. 25 (火) 11. 6. 24 (木)
大和証券福島支店 ― (土) 11. 1. 11 (月) 11. 1. 22 (金) 11. 3. 29 (月)
大和証券福井支店 10. 7. 22 (水) 10. 8. 3 (月) 10. 8. 7 (金) 10. 9. 28 (月)
山種証券弘前支店 ― (土) 11. 5. 17 (月) 11. 5. 28 (金) 11. 7. 1 (木)
東洋証券今治支店 10. 11. 25 (水) 10. 12. 7 (月) 10. 12. 11 (金) 11. 1. 6 (水)
東 洋 証 券 呉 支 店 ― (土) 10. 7. 21 (火) 10. 7. 31 (金) 10. 9. 30 (水)
太平洋証券富山支店 ― (土) 10. 8. 31 (月) 10. 9. 11 (金) 10. 10. 27 (火)
太平洋証券松山支店 ― (土) 10. 8. 31 (月) 10. 9. 11 (金) 10. 10. 21 (水)
太平洋証券福岡支店 ― (土) 10. 8. 31 (月) 10. 9. 11 (金) 10. 11. 24 (火)
大 東 証 券 ― (土) 11. 4. 20 (火) 11. 5. 28 (金) 11. 6. 24 (木)
エ ー ス 証 券 ― (土) 11. 1. 12 (火) 11. 2. 8 (月) 11. 4. 22 (木)
神 栄 石 野 証 券 10. 10. 6 (火) 10. 10. 13 (火) 10. 11. 6 (金) 11. 1. 27 (水)
極 東 証 券 ― (土) 11. 5. 11 (火) 11. 6. 4 (金) 11. 6. 24 (木)
中 央 証 券 ― (土) 10. 8. 24 (月) 10. 9. 28 (月) 10. 10. 20 (火)
ア ー ク 証 券 ― (土) 10. 9. 29 (火) 10. 10. 27 (火) 11. 7. 23 (金)
相 生 証 券 10. 8. 25 (火) 10. 9. 1 (火) 10. 9. 11 (金) 10. 11. 16 (月)
赤 木 屋 証 券 ― (土) 11. 3. 1 (月) 11. 3. 19 (金) 11. 4. 21 (水)
ｱｸｼｰｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ証券 11. 4. 20 (火) 11. 5. 10 (月) 11. 5. 14 (金) 11. 6. 11 (金)
荒 町 証 券 11. 5. 18 (火) 11. 5. 20 (木) 11. 5. 27 (木) 11. 6. 18 (金)
阿 波 証 券 ― (土) 11. 4. 8 (木) 11. 4. 28 (水) 11. 6. 11 (金)
飯 塚 中 川 証 券 ― (土) 11. 5. 10 (月) 11. 5. 28 (金) 11. 10. 27 (水)
石 塚 証 券 10. 10. 1 (木) 10. 10. 7 (水) 10. 10. 21 (水) ― (土) ※1
伊 勢 証 券 ― (土) 11. 5. 11 (火) 11. 5. 21 (金) 11. 7. 7 (水)
臼 木 証 券 ― (土) 10. 10. 13 (火) 10. 11. 11 (水) 10. 12. 16 (水)
ウ ツ ミ 屋 証 券 ― (土) 10. 9. 28 (月) 10. 10. 27 (火) 11. 1. 11 (月)
愛 媛 証 券 ― (土) 11. 1. 7 (木) 11. 1. 29 (金) 11. 3. 2 (火)
沖 縄 証 券 ― (土) 11. 5. 27 (木) 11. 6. 11 (金) 11. 7. 21 (水)
オリックス証券 ― (土) 11. 1. 18 (月) 11. 2. 5 (金) 11. 3. 12 (金)
香 川 証 券 11. 5. 25 (火) 11. 6. 3 (木) 11. 6. 22 (火) 11. 7. 14 (水)
神 崎 証 券 ― (土) 11. 6. 1 (火) 11. 6. 16 (水) 11. 8. 19 (木)
共 済 証 券 ― (土) 10. 11. 9 (月) 11. 1. 14 (木) 11. 3. 4 (木)
黒 川 木 徳 証 券 ― (土) 11. 2. 15 (月) 11. 3. 9 (火) 11. 3. 30 (火)
公 共 証 券 ― (土) 11. 1. 18 (月) 11. 2. 5 (金) 11. 3. 12 (金)
こ う べ 証 券 ― (土) 11. 3. 8 (月) 11. 3. 26 (金) 11. 6. 29 (火)

告 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

  （注） 当局による立入権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
 　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　（立入検査の根拠法令は資料21-４参照）



【各財務局検査】 （平成12年5月31日現在）

証券会社等名　 予 日告 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

寿 証 券 ― (土) 10. 10. 20 (火) 10. 11. 10 (火) 11. 3. 8 (月)
五 福 証 券 ― (土) 11. 3. 2 (火) 11. 3. 16 (火) 11. 4. 21 (水)
坂 本 北 陸 証 券 ― (土) 10. 9. 29 (火) 10. 10. 13 (火) 10. 11. 11 (水)
三 条 証 券 ― (土) 10. 7. 13 (月) 10. 7. 24 (金) 10. 8. 26 (水)
島 大 証 券 ― (土) 11. 6. 15 (火) 11. 6. 23 (水) 11. 7. 28 (水)
十 字 屋 証 券 ― (土) 11. 4. 20 (火) 11. 5. 25 (火) 11. 6. 22 (火)
荘 内 証 券 10. 9. 29 (火) 10. 9. 30 (水) 10. 10. 16 (金) 10. 12. 14 (月)
昭 和 証 券 10. 8. 25 (火) 10. 8. 31 (月) 10. 9. 10 (木) ― (土) ※1
大山日ノ丸証券 ― (土) 11. 1. 19 (火) 11. 1. 29 (金) 11. 3. 29 (月)
大 中 証 券 ― (土) 11. 3. 11 (木) 11. 3. 31 (水) 11. 6. 18 (金)
大 徳 証 券 ― (土) 11. 4. 2 (金) 11. 4. 19 (月) 11. 7. 29 (木)
大 万 証 券 ― (土) 10. 8. 20 (木) 10. 9. 10 (木) 10. 11. 25 (水)
竹 松 証 券 ― (土) 11. 4. 19 (月) 11. 4. 26 (月) 11. 6. 8 (火)
多 摩 証 券 ― (土) 11. 3. 2 (火) 11. 3. 12 (金) 11. 4. 21 (水)
環 証 券 ― (土) 11. 4. 19 (月) 11. 5. 12 (水) 11. 7. 6 (火)
塚 本 証 券 ― (土) 11. 4. 19 (月) 11. 5. 14 (金) 11. 8. 11 (水)
頭 川 証 券 ― (土) 11. 4. 21 (水) 11. 4. 30 (金) 11. 6. 11 (金)
津 山 証 券 ― (土) 11. 4. 6 (火) 11. 4. 21 (水) 11. 6. 14 (月)
ﾃﾞｨｰ・ﾌﾞﾚｲﾝ証券 11. 5. 24 (月) 11. 5. 31 (月) 11. 6. 7 (月) 11. 6. 29 (火)
東京フラワー証券 11. 1. 7 (木) 11. 1. 12 (火) 11. 1. 22 (金) ― (土) ※1
東 宝 証 券 ― (土) 10. 8. 26 (水) 10. 9. 11 (金) ― (土) ※1
中 井 証 券 ― (土) 11. 1. 18 (月) 11. 2. 10 (水) ― (土) ※1
中 村 証 券 10. 8. 14 (金) 10. 8. 17 (月) 10. 8. 17 (月) ― (土) ※1
日 新 証 券 ― (土) 10. 9. 1 (火) 10. 9. 11 (金) ― (土) ※1
函 館 証 券 ― (土) 11. 1. 11 (月) 11. 1. 29 (金) 11. 3. 3 (水)
光 証 券 10. 10. 15 (木) 10. 10. 22 (木) 10. 11. 9 (月) 11. 2. 1 (月)
日 の 出 証 券 10. 8. 25 (火) 10. 8. 31 (月) 10. 9. 25 (金) 10. 11. 6 (金)
平 岡 証 券 ― (土) 11. 4. 19 (月) 11. 5. 26 (水) ### ### ## ####
松 本 証 券 ― (土) 10. 10. 14 (水) 10. 10. 28 (水) 10. 12. 2 (水)
丸 金 証 券 ― (土) 10. 10. 12 (月) 10. 10. 30 (金) 10. 11. 27 (金)
丸 近 証 券 ― (土) 10. 11. 30 (月) 10. 12. 21 (月) 11. 3. 10 (水)
丸 八 証 券 ― (土) 11. 2. 23 (火) 11. 3. 15 (月) 11. 8. 9 (月)
丸 宏 大 華 証 券 ― (土) 11. 1. 19 (火) 11. 2. 12 (金) 11. 3. 12 (金)
丸 福 証 券 ― (土) 10. 10. 13 (火) 10. 10. 30 (金) 10. 12. 1 (火)
丸 和 証 券 ― (土) 10. 8. 24 (月) 10. 9. 16 (水) 10. 10. 27 (火)

  （注） 当局による立入権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
 　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　（立入検査の根拠法令は資料21-４参照）



【各財務局検査】 （平成12年5月31日現在）

証券会社等名　 予 日

都 証 券 ― (土) 11. 3. 11 (木) 11. 3. 31 (水) 11. 7. 28 (水)
山 吉 証 券 10. 10. 22 (木) 10. 10. 23 (金) 10. 12. 8 (火) ― (土) ※1
山 二 証 券 ― (土) 10. 10. 12 (月) 10. 10. 30 (金) 10. 11. 27 (金)
山 文 証 券 ― (土) 10. 8. 24 (月) 10. 9. 14 (月) 10. 10. 20 (火)
豊 証 券 ― (土) 11. 1. 12 (火) 11. 2. 3 (水) 11. 6. 9 (水)
六 和 証 券 ― (土) 11. 1. 12 (火) 11. 1. 28 (木) 11. 2. 16 (火)
和 歌 山 証 券 ― (土) 10. 12. 8 (火) 10. 12. 22 (火) 10. 12. 28 (月)
藍 沢 投 資 顧 問 ― (土) 11. 4. 22 (木) 11. 5. 18 (火) 11. 6. 11 (金)
新屋経済研究所 ― (土) 11. 6. 16 (水) 11. 6. 18 (金) 11. 6. 29 (火)
ウエダ投資顧問 ― (土) 11. 6. 2 (水) 11. 6. 4 (金) 11. 6. 21 (月)
久世株式経済研究所 11. 3. 16 (火) 11. 3. 23 (火) 11. 3. 23 (火) 11. 4. 7 (水)
興亜火災投資顧問 ― (土) 11. 4. 22 (木) 11. 5. 18 (火) 11. 6. 11 (金)
新 報 投 資 顧 問 ― (=IF( 11. 6. 2 (水) 11. 6. 3 (木) 11. 6. 21 (月)
大 一 投 資 情 報 ― (土) 11. 6. 16 (水) 11. 6. 18 (金) 11. 6. 29 (火)
太 閤 11. 4. 12 (月) 11. 4. 19 (月) 11. 4. 20 (火) 11. 4. 28 (水)
大伸経済研究社 11. 1. 25 (月) 11. 2. 1 (月) 11. 2. 1 (月) 11. 2. 23 (火)
歩 金 産 業 11. 6. 4 (金) 11. 6. 11 (金) 11. 6. 11 (金) 11. 6. 17 (木)
パリバ投資顧問 ― (土) 10. 10. 26 (月) 11. 11. 19 (金) 11. 3. 5 (金)
ヒ ラ イ 総 研 ― (土) 11. 6. 2 (水) 11. 6. 4 (金) 11. 6. 21 (月)
富士火災投資顧問 ― (土) 10. 12. 1 (火) 10. 12. 3 (木) 11. 1. 11 (月)
ﾌﾞﾗｳﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅ
ﾙ ･ ｲ ﾝ ﾍ ﾞ ｽ ﾄ ﾒ ﾝ ﾄ

― (土) 11. 6. 16 (水) 11. 6. 18 (金) 11. 8. 5 (木)

ミズ情報サービス 11. 2. 19 (金) 11. 2. 26 (金) 11. 2. 26 (金) 11. 3. 4 (木)
安田火災ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ投信
投 資 顧 問 ― (土) 11. 4. 22 (木) 11. 5. 19 (水) 11. 6. 14 (月)
ユ ニ マ ッ ク ス ― (土) 11. 6. 16 (水) 11. 6. 18 (金) 11. 7. 2 (金)
ﾕﾆｨ･ｴｺﾉﾐｨ・研究所 ― (土) 11. 3. 4 (木) 11. 3. 5 (金) 11. 4. 20 (火)
余吾経済研究所 11. 5. 20 (木) 11. 5. 27 (木) 11. 5. 27 (木) 11. 6. 4 (金)
ﾗｼﾞｵたんぱ証券研究所 ― (土) 11. 6. 16 (水) 11. 6. 18 (金) 11. 6. 29 (火)

(土)

告 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

  （注） 当局による立入権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
 　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　（立入検査の根拠法令は資料21-４参照）



保険会社に対する検査の実施状況

【金融監督庁検査】 　　　　（平成12年５月31日現在）

銀行名 予告日 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

住 友 生 命        
千 代 田 生 命        
三 井 生 命        
平 和 生 命        
ソ ニ ー 生 命        

11．５．10（月）
11．５．10（月）
11．５．10（月）
11．５．10（月）
11．５．10（月）

11．５．28（金）
11．５．27（木）
11．５．27（木）
11．５．27（木）
11．５．27（木）

11．６．23（水）
11．６．22（火）
11．６．22（火）
11．６．21（月）
11．６．17（木）

11．９．３（金）
11．９．３（金）
11．９．３（金）
11．９．３（金）
11．９．３（金）

（注）当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　（立入検査の根拠法令は資料21－４参照）



コンピュータ2000年問題に関する検査の実施状況

【金融監督庁検査】 　　　　（平成12年５月31日現在）

銀行名 予告日 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

第一勧業銀行        
さ く ら 銀 行        
富 士 銀 行        
東京三菱銀行        
あ さ ひ 銀 行        
三 和 銀 行        
住 友 銀 行        
東 海 銀 行        
大 和 銀 行        
三井信託銀行        
三菱信託銀行        
安田信託銀行        
東洋信託銀行        
中央信託銀行        
日本信託銀行        
住友信託銀行        
日本興業銀行        
野 村 證 券        
全国信用金庫連合会
全国信用協同組合連合会
労働金庫連合会        
農林中央金庫        

10．10．27（火）
11．１．６（水）
11．１．11（月）
10．12．４（金）
10．12．４（金）
11．１．６（水）
10．10．７（水）
11．１．11（月）
11．２．15（月）
10．10．７（水）
10．10．23（金）
11．２．５（金）
10．11．13（金）
11．２．15（月）
10．10．27（火）
10．11．13（金）
10．11．13（金）
11．５．12（水）
11．２．26（金）
11．２．26（金）
11．２．26（金）
11．２．５（金）

10．11．10（火）
11．１．19（火）
11．１．26（火）
10．12．15（火）
10．12．15（火）
11．１．19（火）
10．10．15（木）
11．１．26（火）
11．３．１（月）
10．10．15（木）
10．11．２（月）
11．２．16（火）
10．12．１（火）
11．３．２（火）
10．11．10（火）
10．11．24（火）
10．11．24（火）
11．６．３（木）
11．３．23（火）
11．３．15（月）
11．３．15（月）
11．２．16（火）

10．11．13（金）
11．１．22（金）
11．２．１（月）
10．12．18（金）
10．12．18（金）
11．１．22（金）
10．10．20（火）
11．１．29（金）
11．３．５（金）
10．10．20（火）
10．11．13（金）
11．２．19（金）
10．12．４（金）
11．３．５（金）
10．11．13（金）
10．11．27（金）
10．11．27（金）
11．６．８（火）
11．３．26（金）
11．３．18（木）
11．３．18（木）
11．２．19（金）

11．１．21（木）
11．３．31（水）
11．３．31（水）
11．１．21（木）
11．１．21（木）
11．３．31（水）
11．１．20（水）
11．３．31（水）
11．４．23（金）
11．１．20（水）
11．１．20（水）
11．３．31（水）
11．１．20（水）
11．４．23（金）
11．１．20（水）
11．１．21（木）
11．１．20（水）
11．９．２（木）
11．６．28（月）
11．６．28（月）
11．８．９（月）
11．８．９（月）

（注）当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　（立入検査の根拠法令は資料21－４参照）



内部モデルに関する検査の実施状況

【金融監督庁検査】 （平成12年５月31日現在）

銀行名 予告日 立入検査開始日 立入検査終了日 検査結果通知日

富 士 銀 行        
東京三菱銀行        
住 友 銀 行        
東 海 銀 行        
日本興業銀行        

11．４．19（月）
11．３．３（水）
11．２．３（水）
11．５．20（木）
11．３．31（水）

11．５．11（火）
11．３．16（火）
11．２．15（月）
11．６．３（木）
11．４．９（金）

11．５．19（水）
11．３．25（金）
11．２．25（木）
11．６．11（金）
11．４．16（金）

11．７．22（木）
11．６．28（月）
11．６．４（金）
11．８．25（水）
11．６．28（月）

（注）当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開
　　始日）をもって開始し、原則として検査結果通知日をもって終了する。
　　（立入検査の根拠法令は資料21－４参照）



資料22－３－１　第二地方銀行（56行）に対する検査・考査結果について

　第二地方銀行（56行）に対する検査・考査結果は下記のとおり。

記

１．検査基準日：平成10年９月30日

２．総与信の査定状況

　　Ⅰ分類（Ⅱ分類、Ⅲ分類及びⅣ分類としない資産）    39兆  3,095億円

　　Ⅱ分類（個別に適切なリスク管理を要する資産）　　　 5兆 8,183億円

　　Ⅲ分類（最終の回収に重大な懸念が存在する資産）　　      7,164億円

　　Ⅳ分類（回収不可能又は無価値と判定される資産）　　　      848億円

　　検査基準日の総与信　　　　　　　　　　　　　　    45兆 9,360億円

　　（注）億円未満切り捨て



第二地方銀行（56行）に対する検査・考査結果について

　金融監督庁は、銀行法第24条等に基づき金融機関から平成10年９月期決算における自己査定結

果の報告を受け、大蔵省財務局、日本銀行と連携しつつ、第二地方銀行に対して、集中的な検査

を実施した。その結果概要は以下のとおり。（詳細は別添参照）

　１．総与信の査定結果（10年９月末、償却・引当後）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（単位：億円）

分類状況

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

総与信

当局査定(ａ) 393,095 58,183 7,164 848 459,360

自己査定(ｂ) 404,883 51,675 2,720 27 459,360

(ａ)－(ｂ) ▲11,788 6,508 4,444 821 －

　　（注）総与信とは、貸出金、貸付有価証券、外国為替、支払承諾見返、未収利息、仮払金の
融資関連科目をいう。

　（参考）東京相和銀行・国民銀行・幸福銀行・なみはや銀行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（単位：億円）

分類状況

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

総与信

当局査定(ａ) 35,150 11,759 5,676 1,758 54,350

自己査定(ｂ) 40,973 11,664 1,709 － 54,350

(ａ)－(ｂ) ▲5,823 95 3,967 1,758 －

　　　　
      （注）なみはや銀行については、平成11年３月期を基準としている。



　２．償却・引当の適切性（10年９月末）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          （単位：億円）

当局査定に基づく

償却・引当額        

①

自己査定に基づく

償却・引当額        

②

要追加償却・引当

  額

①－②

8,388 3,351 5,007

（注）「当局査定に基づく償却・引当額①」は、当局査定に、原則として各行の償却・
引当基準を適用して算出したもの。

　（参考）東京相和銀行・国民銀行・幸福銀行・なみはや銀行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                                                （単位：億円）

当局査定に基づく

償却・引当額        

①

自己査定に基づく

償却・引当額        

②

要追加償却・引当

  額

①－②

4,923 416 4,504

　　（注）なみはや銀行については、平成11年３月期を基準としている。



検査・考査実施概要

　

項　　　　目 内　　　　　　　　　　容

目　　　　　　　　  的      資産の健全性等に係る検査

    対 象 金 融 機 関           　　

　　　

     56行
 仙台、茨城、つくば、わかしお、関西、阪神、広島総合、
 福岡中央、豊和
 　　　　　　　　　　　　以上９行は金融監督庁実施
 北洋、山形しあわせ、福島、大東、栃木、東日本、
 新潟中央、大光、長野、石川、福邦、中部、岐阜、愛知、
 第三、近畿、大正、奈良、和歌山、島根、せとうち、
 愛媛、福岡シティ、長崎、九州、宮崎太陽、南日本、
 八千代
 　　　　　　　　　　　　以上28行は大蔵省財務局実施
 札幌、殖産、北日本、東和、京葉、神奈川、富山第一、
 静岡中央、名古屋、中京、びわこ、トマト、西京、徳島、
 香川、高知、佐賀共栄、熊本ファミリー、沖縄海邦
 　　　　　　　　　　　　以上19行は日本銀行実施

立 入 実 施 期 間              10月15日から４月16日

１行当たり立入日数              17.4日

１行当たり投入人員               8.2人

１行当たり資産査定           

債 務 者 数           

    2,333債務者

抽出率（金額ベース）               55.3％
 （注）自己査定で分類債権とされたものの全額と正常債権

        で当局が指定した先を査定対象として抽出した。

分 類 の 定 義               Ⅰ分類　：　Ⅱ分類、Ⅲ分類及びⅣ分類としない資産
    Ⅱ分類　：　個別に適切なリスク管理を要する資産
    Ⅲ分類　：　最終の回収に重大な懸念が存在する資産

    Ⅳ分類　：　回収不可能又は無価値と判定される資産



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔別添〕　

１. 自己査定の正確性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：億円、％）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 総 与 信

当 局 査 定 ①       393,095 58,183 7,164 848 459,360

自 己 査 定 ②       404,883 51,675 2,720 27 459,360

① － ②       ▲11,788 6,508 4,444 821 ―

①－②／総与信 1.4 1.0 0.2 ―

（注）総与信とは、貸出金、貸付有価証券、外国為替、支払承諾見返、未収利息、仮払金
の融資関連科目をいう。

　　●　分類の正確性
　　　（当局査定と自己査定のⅡ～Ⅳ分類の合計額の差額を総与信額で除した率）
　　  　  （率）　　　　　（該当行数）
　　　　 2.0％未満　　　    　30行
　　　　 2.0％～ 3.0％未満　　12行
　　　　 3.0％以上　　　　　　14行

２．償却・引当の適切性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：億円、％）

総 与 信      

①

当 局 査 定      

償却・引当額

②

自 己 査 定      

償却・引当額

③

要追加償却・引

当額

④＝②－③

不 足 率      

④／①

459,360 8,388 3,351 5,007 1.09

（注）「当局査定償却・引当額②」は、当局査定に原則として各行の償却・引当基準を
適用して算出したもの。

　　●  償却・引当の適切性

　　   (不足率) 　　　　（該当行数）

　　　 0.5％未満    　　　　29行

　　　 0.5％～ 1.5％未満　  13行

　　  　 1.5％以上　　　　    14行



　　　　　　　　　　　　　　　　〔参考〕　

　　　　　　　　　　１．自己査定による引当実績率の状況

　　　　　　　　　　     ２．Ⅱ分類債権について



１．自己査定による引当実績率の状況

　　　１　一般貸倒引当実績率
　　　　①　正常先債権

　　　　　　　　
                 （引当実績率）　　　（該当行数）
　　　　　　　　　0.10％未満 29行
　　　　　　　　  0.10％～0.20％未満 14行
　　　　　　　　　0.20％以上 13行

　　　②　要注意先債権

　　　　　　　　（引当実績率）　　　（該当行数）
　　　　　　　　　0.50％未満 14行
　　　　　　　　　0.50％～1.50％未満 33行
　　　　　　      1.50％以上  9行

　　　　　（注）要注意先債権の半分程度は非分類債権（Ⅰ分類）である。

　　　２　破綻懸念先Ⅲ分類の引当実績率

　　　　　　　　（引当実績率）　　　（該当行数）
　　　　　　　　 40.00％未満　　　　　　  14行
　　　　　　　　 40.00％～ 60.00％未満　  16行
　　　　　       60.00％以上　　　　     26行

　　　　　（注）破綻懸念先のⅢ分類については、一般貸倒引当とは異なり、個別債権毎に必要額を
引き当てている。

平均     0.14％

平均     0.89％

平均     49.63％



　２．Ⅱ分類債権について

　　Ａ　債務者区分別のⅡ分類債権の状況（償却・引当前）
　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                  （単位：億円）

Ⅱ　分　類　額 （構成割合）

要注意先     44,874 （ 77.1％）

破綻懸念先 7,536 （ 13.0％）

実質破綻先 3,206 （  5.5％）

破 綻 先     2,474 （  4.3％）

そ の 他     9 （  0.0％）

合 計     58,182 （100.0％）

    Ｂ　上記要注意先Ⅱ分類債権の開示及び保全状況（償却・引当前）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：億円）

保　全　状　況

金　額 担保等により

保全されている部分

担保等により

保全されていない部分

破綻先

延滞先 257 125 110

３か月以上延滞先 353 199 133

貸出条件緩和先 1,904 549 1,332

統一開示基準対象先 2,556 917 1,617

   非 開 示 先         42,292 19,104 23,158

   合 計         44,874 20,051 24,796

   （ 構  成  割  合） （100.0%） (44.7%) (55.3%)

*平成11年９月２日　発表、ホームページ掲載



　　　資料 22－９－１　平成 12年３月期における内部モデル方式採用行

内部モデル採用行

都 市 銀 行       

第一勧業銀行、さくら銀行、富士銀行、東京三菱銀行、

あさひ銀行、三和銀行、住友銀行、東海銀行

（８行）

長期信用銀行       
日本興業銀行

（１行）

信 託 銀 行       
三菱信託銀行、東洋信託銀行、住友信託銀行

（３行）

協 同 組 織       
金 融 機 関       

農林中央金庫
（１行）

合 計       （13 行）

（注）国際基準採用金融機関のみ計上
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